
Title 現代中国における「司法」の構造 (5) : 厳打：なぜ刑事裁判が道具となるのか

Author(s) 坂口, 一成; Sakaguchi, Kazushige

Description 論説

Citation 北大法学論集, 57(6), 486[1]-426[61]

Issue Date 2007-03-30

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/20553

Type departmental bulletin paper

File Information 57(6)_486-426.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



論説
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現代 ~-tl::IJにおける，-;:;:iJ: J の悼::-I_~I ヲ l
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1983イ[に 3ト常ポ~~におりる非常子段こして売。~~れた絞れは、

日ゥ J-1に及ぶiH字企経亡、 1987f下1)j ，kに U持i景子ろにた lぺJ しかし、

この非常手段はその後常会手段となり、「毎年設すJJ 主年版ヰ Jと

~tLるに宅いる、ぞこで、本章ではまず、 J;;iれが'i;~ 完売化していった

を高J古ーすゐ (4.1) c 

そして、毎年のように絞り広けられ心枝打に B~'-，て、党中J立の名義で

長打開始が決定され、またとりわけよ迅枚つま大きいとされているのは出半

長打およツ、01[1般じむあるしそこで、1.2お"'::0"4，日をこの日つの阪J]的

考察に充て、現象凶 J おける83ノ土枇jJとの呉Icjを検討すゐ c

3 -~ì 

その後の厳打4 

:1 お中ト、1・十、陸相，中1"断行i'lj恕論!j-'F~;\( ， JI (出1"人民公安ノ¥字l斗!IHfi文l、1古98

4ド)ノ.0.)
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4.1 厳打の常態化

図4-1 立案・検挙・ 1審新受件数状況図(1987-1鈴5年)

司一一生

111181 19D8腕崎 将卸 3勝掬""栂4 1005 

83年京打終了後の 198';'年 3 月、主~JfÔ.工業務会議においご主主点はお年

五HIを総括し、;民主J悶干を一度やれば、./'....-;.の問題を1'，づけるこ ηが

でき、もろやらなくてもよいとは与えられないω あらゆ之効巣的な独裁

のf段および方法争拾亡去っごはならないのとの4うにすべきか、私ia

:1;"のふう宅え0.，すなわち、:犯罪がj大規;[1;'1.にそ牛すれば、大規枚に、

fTI均慌に発生寸れl;f、 rlr-#H莫;二、小規模に発生すれば、小規模にLろ

と述べたしつ士.)、収れは I効果的な在、政のFi-oiおよび与法 j であり、

治安情勢;、応仁亡、w-~tl応波(.:.!治打奇1-7っという，行委1--/1吋Tち山弐れたの

である

5れでは、 831rJ点目終了後の治安lよ〉し 1う1、悪叱の ijJをJ11ってし、

たo I~I ，1 11土198'7企から1995企までの V実件数、 1全半件数および l刊字

詰受件数の'l'L修や図ドしたものであふっギ図かレ'_1~土、守案件数が19~11 年

まで12jl]トがりで培え(19約半J激増Lているのは、木jJ|;iHfupNEY目し

たように奈が[立実不dだ]の間窓をJ.J:;;よG:正Lたことが主な安広であ

ゐ〆、 1592去に p，.;;:x~y' した{走、 199:3主;以 :;i主 i土杭びム百加に古文じているこ

とがj)"かるかし、この1992立における減少は、支は窃盗罪の }:L去、基

z; 部真 II!}.;於政1王 l 作的t~;:{Jt叶以 J (，: f，略行1-，3)J :311い了己記真 1_f:C2打η

ー ~.Û、 7:6.~84) :l022



現代 ~-tl::IJにおける，-;:;:iJ: J の悼::-I_~I ヲ l

f韓が引き上げらズしたことか最λの史凶と考えられる v パー体 1~;0 な数字を己

てみると、 1991千t;，))全刑事事件グ)-tf 案件数 ~i236万5709件、そして1992

年は1!)日ノ;52G:')9件であリ、前年比7BIj";)(J50件以rあうた そして、窃盗
半件のすAJぞ件土、 1991年が192々 2jOG件、 1992年がI←，;h2:::SG件でめり、

前frlt:77方99iOf';.;しすむあったにつまつ、全刑事事件の立案内数の減少
分i土、窃係者?の.，{案作絞め日記少分にほぼ等じく、これを主Lljlf{工、'丈

'gt'(i引一は1992年仁 きポイ十i.i1991午のそれとJとべて微減:すぎな

いJ 表Itli古Jなi:文Jとは!rt:な。、 [987咋υ、降、立条件;b上域別三立rtiJ(.あっ
たといえよっ。 d かも、 1--]~)9:_~-í'-fーに初孫事 i?の立案去准を引き上げた後、

総数は幾ばくか減少したが、重大事作数はi瓦戸、として上昇一 I;~，ï';'， (.斗ヂヲ，)

とtlう

こうした犯罪増加に直Itu~_、全ドi:j B~酌~地

σの)中 、fて*7新i計介たなI段方刻10訂lとしt:はt、l守耳恥え討ナ打r，でlはIなく [早耳項で~{闘 1争争~I一， と日円予;ばzれξるJベヤ
ンベ シ治がず!jム"¥ -;勺7才わ〉νれ一るようにな fワノたと〉μ占う点を二挙長げる二とがで主る;;)c 

これ:は土 「巾jた三f各5級#綿1織の統 的f指号2導暮の Tで、 警菖奈モ、 村牧:祭号混宅お4び哉う吋4酌11汗f 
な y グの〉悶 i速豆 H~:lfjが緊密にT卦 jJ i__、行動をよみ; し、その時、ふの地方の社

におして巨、f つ法七人.j日~)日~.I ' i引に長l ↓1(J0打撃および某~~jL10整l院を

行うことである p もり頁釘う1 には公定í8'~ なものもあ ;(Lば、地域的なものも

あり 」fG と説明され之J 、この説明から読み攻礼るように、早頃闘争

にお v 、て iIいふりれる fihはおノ;成打と附 ι ごある 1刈;高 oノ ~~V，( 土、寺J

3517」のメず象が 1個ないしは2f回の犯.~~~ff-t 't_~:.! に:lJ{ '!j~ ~れているという )，l に

ある J 先(:1.3 .4きR~O い「取Hの対象~;~定)民」と表現じたのはこのた

めである、以、、明7J~ L な v 巾4 り、思項闘争も含めて「般~'; と II';:..~~) ) 

'iJ、ifcfC.鑑九992i巴 8G11豆汁J、律午濫 (993)~剖り頁O

出斌~、有域 rj ， j寺区紀犯罪問題怜百七 HJ;~ ~主将 Î~j'I:!J* .J "tj èTI -jと e すご(~.法三稿

'1 '1 可城市 ð:~!)r間的11M チtll (Ij';:q人民公'1::7てァ出版社、 1998γ1 30~- .3 1 民」

その日型J土問主尉打塙 3紋{生(1981)年3月 101'】でj;手られた 士 I主111';な

続 行動λ 行わず、ま j~: 各三:~:s~(r;期i叫ぷ続-8'Jにノ巳おうたりも ν なかっと。各地

J土実際的4九州l一応じて 注視肢の集I[ :ÚS1-=Y勃 .13 上ぴ同下Ul~ な七、散しベH撃を結び

つけ、県 dを平笠とするほ域的千勤を主こする占法為るといλ(同i、半
l問実、成本iナ制18:メ有} 殺すI的引15経済J了J.H:'i'，'jJIJ争政;:p検a-'J' 剖 ff)こ

「斗ヒ代議芋'1.::f下 f 卜:~JI ;-iU:C{ 

二日社57(日4只;-))3C2l 141 



l此

さ亡、 '}e際にどのよッ右般11がf丁われたのかを兄てみよっ d 表 4 1 

[J:83 ÝfiN%JJ 終「後 (1987 千~.--iがら96'~~厳打開まとまでに行われた全 1' ， 1 益!併

で展開され、規模が大きいと匹、わ礼る長打の 覧会:つプある 司品、の名

義」とは直子差指勺、を内し丈湘if+;_~ のむ羽、を意「々して c ，る， 19忠告与の六害」

ぬJ、間?以外、いすれも 'r:r~l-::たのア，~lj宅待である門史政jよ交民会ヤ rll史

社会治安綜合;fi担妥口会、または世察誌により決定されている。むろん、

その {f-f.j主;党中シとの邑;pJがあることは， 'うまでもない(;:;

。
}附

主主厳打覧表 (1 自87~1995年)
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。殺人、 士号眠、 j";!r，r，::-羽J担、 グノJち託、 岨古谷、 間;ヲ;t-'[γ-

')1、詐f;.j:. i;['j，eJ，li ダ 、'lY::')1示、 jレij，万活

動作出動組紘

.;j't打転結

I S9( 

C)町長L191 

。-.!'I はさ
I :;~)~ 

.~千煎グパノ 人殺人、 J~，':. :;:i~~:，~j，\， '0]皆、大土日 1

1院止川左前'"，の仮lr:L {(，I~'-女 I，~~室 ~jj!:Y:. -:;';-J青 竹昨 l

売弁院長官完

.~，0;t，守、行亡胤王努 }J 市よ15'自1';グループ、金融

~T:!な. ;'";'輸4ど、売存 l再指 わw せワ仰山内

ヌ)1t人附

.，' JJ 年末

1902 

有女krrY
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*eにつ ;~UI つは当E会式 t ンベ /がりしγれ， ，託HJ. 竹o1-ii~~ 平」ど什情つ!十 r， わい1， '0

とを小計

~円"cワ1 ~)9ユ

々本支の作成にあたコてlLl公五大半JdElLI云存イ|銭 (1989)，I?:耳、 民

f工存Z鑑心994)_~ 84同、 u、続可ニ鼠 ¥1991)，_ 4!Ji}f王、税、i拙;・ ldi:晶表・|矧安十
編『了可均経減条1':. 犯罪与汁~'j~l (れ ~~WWJi.在、 199:;年 15i 託、!日大 1' ，

政策棒bJJ;，品対了8S埋山守宅務 2U.~む辻、主主惜尚 .1;，'利目 以』丁"性治制下8S

"隠ワ良型J 出国人f芝公安/¥主主学報:_:::0:)午2R~4;:)頁〉ノ。 F を巷E召した

s; 倒Jえば、:D~H イ1'-(/) 厳:，rr: 土、 7 )j261[1， ~:;1 央政法委員公力、:守察部厳すj 院中

ー ~.Û、 7:6.~82) 初日〕



現代 ~-tl::IJにおける，-;:;:iJ: J の悼::-I_~I ヲ l

また、 二ZL()U々い a 検言?・裁判所が中3在、ないしは「主名で通乏を

，'Hして行ろ厳11もある。中にi止、品目主Jとが!:t.~!_Üでト紘J弘、'1)所にだし、

定の犯罪類型lン一円、て「重きドか 4コ速でかじ J するよう求める場行

がある 明Jえ:工、ふl守J栽「公共の安izr危害を及ict-j犯罪J再動;P厳しく
打撃を加える通知(:988イ1'1月日円)ヤ l密U_l人国jQ.~Jì:':活動に厳しく

打撃を加えゐ (Ei03-f+:， 9月:2-4口)であゐ o}'主判j再庁記らがお柿:刊に卓

さじかっ;~，れか仁」を n ら山す場 fT もあるのであω これは、抗、l:~ fYý 白

14--:が自らのレ ゾ/・っす 卜"ノを中立公、['G')第=斉lしての判定高では

なく、独裁の Ii二車;のと三~)JJ [!)jj'，了]であることにあると回'H:してい

るからごそ生じる現象であると考えられる c 例え¥i'、 l日9lHIの段打に際

Lて、凶)11生、 ("6月2711かっ30I1 iかけて照併された会議において、災

のような見併が共通認識と〈ょったことは、このことを如実に不 L"いるr

すなわち、:-(裁判戸，絞れ 問手において、 r了、という式揺を l少に

逗吊し、『(i 完ミの 4十刀 l の役割を 31;たし、法 f二五Í:ぃ ~J :i~治安に 11 々 L 主

fι五キ及lrF犯罪者を主主にかう速でかに懲らしめ公ければならない， '11、
c 

以上は全l:lii範|叶の絞れの状況であるョ手てに、地械的な政j:Jをはてみよ

う。点 4 2お 0'ぴ長4----:5 (ユ‘それぞれ [1;京符および険刊省岐[1来に

討け 083主主HI 終了後Cノ〉肢ヰ l の畏市j状況やま j めたものごあるハ rf~[;-;:更が

も、 j白域的号、取Hが断続的lこ反非Jされている J

を引き絞き l'~ く民同 L、社会 lt.:安をにv 、:， .:.~t苫 F る~，込 l 公安出羽Lく、継続派

へ附，~較tJ 闘争人力整~t;紅会 j台文的目見J を政法冬高:門 fニ中二i~ したことを台凶

に|宅計ILた本意掃J士、長J午前に党'1'央(i)"/fミ認をiうていた (11公宏大:;J要民;9E国
nきさ問;

j これは、:u}，r+.，'Jh (; 1;に警察部、品市検、位向j;z、河芸之友全部、青山部泊三
否催しに全国治安泊三b電話会誌で決定されたものであるが、本会議li「中央;旨

導部J[，十1点指導I0)長I不に恭づき関係されたものであるため、;.f'.~ι (l)折でて J

とυたいどと'タ大10要覧JI 690ft'参Gi)
::' 当日寺、司王量察π礼、ーしあ，，心両[古(立 ry卦rf'-Jな 円、手~.J; 的手長仁3コ続 f了動{ょ

1991イふ香市J:一 r~ì有を，げに」とす。(法入~;1~ “舟按 犯 6六百 ~f 勺

E二ヲ寄半編「中~)(ιγ日 :77L L群衆I_U版社、 199り干】 ]行支)

"、 1 I:_~J; I i 行法抗最J1':t!J' j 撃長重If:I事犯罪!作会誠一ー法Rごは，~~ :: I 900) ~I 629.¥1'0 

二日社57(日4只 ) 3C19 16) 
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表 4-2 山東省における厳打

4: 苅 Id-J み九 グ長

19ij7 窃?ゐ抗出張窓口開諸1苛人身売出立 ζ

I ~)ö丹 台宏司長mと純治事担
J.029 科会汗J三i:，n柑耳をql亘安イI務

1引;0 ;-11 ~足元惟ノ」した，\1\打対象山;民慣が人えし殺人、~!1-t必 践すよ

i';'rR: 1-:1ボ古IIJし1，;;，;:;_ 'l~当 ~(} t! 

表4-3 除菌省妓山県における厳打

ノ
出問 ， 与ι :u二

乙汀 1世尊

1~:2í' i' ，--9μ 活 ê二i:s :7と '1'のj~ j，-

i;JTJ スり

I ~)fG 帯主、知盗

削柘

I ::.)g~! 日市出向、，いがl宮!，杭d時 l史民陣取薬常介 合買う存、州立一
e -.1;;;-1 

y~&:.:号以売とう

出向 l--'t~山 U: ~~C_; .'+出完

そしと‘地方によっ亡は 1午のほとんどをごうした取打に費目ずとこ

ろもあωc例えば、明竜江也、ハルピンiJ主主祭日jj乏が統計キ取ったところ、

目指8'1 は ::~G~) 日の|ノイ、戦役やそ宇;Q ，.! うが1J なわれた日が34り日あ J

とし、うコここに"':~ /-) ては、 l毎イi厳j1 どころか、 毎H j とな ι て

いるわごう仁た現象の長 (~(J .次のようた事怖があゐとし aつれすなわ九、

議， 1 や専攻京争を{長'lL-~ るのは、各総i兄長只会、 I"j 政法長只会、 IHI 会

治安半、企t古川交員会、政:(J、およ rF上殺の指導機関である Ir汁史でも i-r-'i]

訴である iコしかし、これらの科綿織同および|卜級聞は をうこ

いてお t) 、ガ友闘ノí がイJ什つぺていないにもかかわ~-)よ、í-31Jの機関料ょの

寸E闘争をJ旨ノれする、 とU2

1ワノ ::.+-l~t' I摂持 ")i!\ ;J-T' 花、主主浬好 ~(h~\t 1l-çU同 f九公安研冗 (CD 収) 1991'" 1 

lelL な七、王羽抗日一:主戦前方iえば;戸段育w版社、!什rJ:i年) 183~- にも「円一枚

の日己Jポ/子見られるい

:1'; 点l心満「対 肝打。闘争抑芦件思考J 厳行中IrJiU上りj泣波地;IL18:γi出

ー ~.Û、 7: 抗生8(;) 以)~8
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こうした地域内な殺打においても、 83{;殺打シド;Jj業の7二』ょがf{:られと

1、る c -fY~ え:主、出1-l者では19S8全 11 月に、|可主党主主只ニ~))ifj;，;-: (..: Jり、

宇規模マ重人日J-'#J目先日よぴ重)，~手泊犯罪(、放仁く打撃千万"える抗予が

れわれ丈，，"-1 司j長犯罪出j"r::c)1でな対象J土、自主注、殺人、 iJt:.¥夜、爆破、

4HF中主犯~Jì:':グ}レーブ、'^.:Lf現 7TA宗とされたυ

そして、こσ〉厳Jにこおいては.L'J， l'σ);:うなことが行われfここL、与。ま

ず、裁判のi王室化を図 :1、高子kのll'l1手211i、す{T'fJ笠、研究主、人'jfj:!J:な

との人員を最I;:J線lこ派寸出する lともに、あらかどめ合議14.(を他成した卜

ご、てれらをifj凶?一半Uのために地)J~こ派iE したο さらに、軍大雫't .弔

要事itについて;故判同Jが事前介入たっまた、 l重主に lの凶では、例

え (f~品州 ifjグヲ中裁お上ぴ主主羽裁ごは 177名の厳打対象に HiJéを言し』波し、

うち絡役}年以卜の市を三い波された斉i土12:1名、日9.19%であったn さ

らに、法制'";'(7;にも jJが人れられた。判決1青式会につし三て v、えは、 j日j

イI1 JjからlO)jまで!こ信金刊誌でおG8回|指催されたが、厳打|おまやf去の11、12

3の2今月間ず:29:1-]開催された{

Y己りじこ己ては上一l司事務処;'1;やむ!日j事f!処問、さ九には判決に対

するえのこ苦手金?とい J た.~が裁判l を統告1，するr;ょがiUてこないョ しかし、

次の o.うな 泌がり‘やはじ党がふ刊を税制ョしごいたことがうかがえるロ

すなわ丸、 t準(!)'-':守際、/.1.、せる 1，'，1、において(;1停さへの配慮守意味

ヲる人 198'1ノ1の q枝子Ln第1戦没と?とべてノ人しに進歩した ν 当初は化}'IJ

にしな日ればならないと L!¥決ぶされていた[初J3ィ先日が、政干1.訴が

寄坪Lた後、対刑にすべ誌ではない、または死flJ: じなくともよいとd

め斗;ついては、実'Ji求是を堅持L、反仁従い処起: -f- 、と こ

の一泊の責 ~Iよ、 83イ;'.:J長打 ::.1じべ工事(，i， j!)rvの l 正碓-~うす高まったこ

民、厳原 I'-r設+:的理注審読! ~ J仕事政索検討 21ο丸い伊Jぇ:王、広東己恵州市?
l 土 i仙 1';年、単祭加古指.;、した.，.~_tr 存仁川広 告、がぐJ、委討会がj~;J、した薬初犯:;J:[打

撃および市苦言言同刊行示しλlftどUJJ打撃こいう 3つぴ〉川政|識字をH:寺に行
い、しかも、末滑に5いては Gつの有頃関与が同時F;JH亘な-.1こv う i伝送

金 r，，1“ぎH; 実践町大十閃説的H考一政治字問:(j ~)6 年 3 思 2G~' ':Ct¥KI)溶招J3
11) 1¥1' 0)ρ乙述にて九、ては、 l出工七丘町“エ'jJ" )， :1宇審山一作座~)t会 J ~ i去|山
牛お 119叫ん ih:l-'({j、江主F参日目した

二日社57(日4円。)3C17 l只1
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とを強剥する口にあるのであ;:)--) "しかしその一方で、 jえ判的以外のM

者かにより、裁判前に絞'i':除去系があらかた決定されていたこいう平フミも

主写生己 1 ている(汚点fT~いぞいてその「裁判所以外の{，日:;j'か」が党であ

るこ yは、 83半厳LC)担"記が教えて(れるところであろう c

以上のこ 2 から、 K~{[ 紋ず]終了段、絞り )ßL禄々な規模・範凶vじ

が行われどおり、非常記とさオした厳わが、凶市l切なものとなっ Cいる

ことが刊jらかlなハ Jどとし=えよう U

4.2 96年厳打

本会:bでは r-19(sノ1ーの治 1図司のJ.i(夕、打以降、全「戸的に行オ〉才tlごJ百一大胤慢

の長巾的打暗号:~1;:J7Jであり、段打のさらなる発展の 2休的なよ見れであるJ

といわれる 199七年に|指飴与礼式忠之jJをえる f 論述の方針としては、↑:b~

C')ょう~ u、.:)n象を網羅n~ に観察すふこと;止江守、そこでj~かび

j がらせた83イ|厳f了の出羽与とが、日目イ|厳打にも見られるのかどっかに焦

点ゃあ「る(次Jí~~)!SI L)(' 1.)ドではまず、前半と同 J ように厳打の{')~

ノト:プロセスを見る ~ 1 }、 YJ(に、日抗作成Ir期のつi~持においてお::l"11耐え子TJ--:

j，j，j，長の現象が)l!，られるのか、また新たな現象があるのかを1;1:る!II !し

なお、前阜のfデずでいくと、 IIでは法的対忘をはるここになるが、完は、

この川知、同年版れのためにれわれfh とし礼イヰる f---~ ¥'/. <; t: -.'/)1: はない I]();

それはェに、これまごに寸ごに l関争 j に必要な立μ、的措閉が講じられ

川孫巾回竿が:;Ti日j主 (J:' ?，()買、

11' 強し i 亡デげる三寸れ !~r、読昨管理法 l全ヨ人大常委i~10何千ピ 7 )1， rH平沢、

μずと10月1B h包ネ (1 がある J 五ì1、が':<Lめる m~ド;ょ、ó:':j;常人および[午 (:c] が許

可な、読砕を製造 うさヨイ引役する行為である (39条上口然ノ、を土体とする

ものに Jいごは、す「に I~刑法 112 条 lJ J. U~. 1"治安主犯のt人定J I会4号に況

足があコたが、火l去では主itが[内位] であるよ雪合ち犯罪 v された. [内位]

と¥'0.-， ; i云人Jおよび;;Jt法人J (?)総司、である(走~~j 元 J 宇品日 新市l法投科~，q I 

::J人叉J、学出以社‘ i9Qf年)120支参照)ベなお、二円 引卜:(152t1Tに閉する日
友心先行研究としては、{三ルノf.:?よる i互の r&~~がある、"引いiの法人 ð~当理

論ム宋え!の問題点」甲布市口大予大苧院辺、]'iJf論定95与{おりひ:;っ父i頁以 l¥「中

司市民におけるー中位』椛念の限定化J:a;i:U庁号 (2〔i/い年)99民以内、「中医

におけるυ、人の11';t責ドと存実員処罰 IcJ!;t，コ号 (2ωiザ 10'1円以下j

ー ~.Û、 7: 抗生78) 別行
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ていたこと、 また IJ96-{T-にJ日説法、民か、 U97-{T-にJIJi.ム典ir'己主止されたば

か:)であるということの 2ワの理由が考えられるわヨ

4圃2.1 決定プロセス

前章で兄たように、右肩上がりで増え絞ける B~mに対して、

終n主も繰り五γJぷ々なj足担;: 範刊でI~UJ が行われた。しかし、|呪11

lから刊jらかなよう;、検挙件数i，if:首え絞ける i'r案件数じなかなか辺い

つかれまた1.~:tli 乏什数 f土ほとん Y械 lよし \，iRRをであった とりわけ、

されても起訴されないということは、多くのヲヰ!tが!刊事的に処珂さ

れてωない二こをさ;本してuるη そして、凶4 2から叫1:，かな Jうに、

1989年以降、実!日刊以 iの事件が枚挙されても起訴されていなカミったに

検挙・ 5是E里率状況図図4-2 
M

刑

制

脚

澗

鵬

〔

9喝
、，

初

拘

初

1995 1路41随21992 1991 19賜1989 1988 1路7

17 何jえば、今凶引厳]Jじり市生とされた麻生犯罪につし ιてl土、 109G{:: I?，;J :~8: ) 

い全r-+:;人大常f::会「林薬:!:'11に糊する決定 (l"Jl C if-Jf( .公布，抽ifT)が市Uた
されてし、る 府悪犯罪r関する川市IJi'主主~>Er土、 f~~: Jt:])製造. k~完・逆ぬl 勺い

て!:A-尚で労役lS討を定める17LJ:の lヶ長Lかなかった これ;ユJ~ て、 判読

禁止に関する決定 1条(立、耳司王ぞの営輸 政光 運搬製品につc'最高で死

f日を7Eめた なお、麻主~(!);/f，:1怜については、 E決7Eより H:;(こ、引制人った常妥ニ7

1 1密輸:)þの懲罰に閉する補充:;~.;こ.1 (1988年 1!守口E採択・公布・ hltlIJノ ユ条

が死刑ゃにめてしミた。

[wJ 二日社57(日4円1)3C1S
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こうした中、 :99科:::j~28 刀、 rll-:Jと政治 jjlJ を向き、内央政;1:交

長会0)前五と対策に関する報告を聴取したっ党+1央はこの報告に|叶思し、
1996年 4庁、巾共巾火支障公庁が当該報行会h注し、 4月か!-)日月まで

の3ク月l商、厳fJ闘争を展期すると決定L丈(，行().l99G年:-，月 H刊の

相j円割むによると、最品1&~よ il!円、裁半Jj~~系統:ニ泊7刊を発し、 I 台級二九

'ljF'Tのト プに対 L 亡、ハイレペ;レじ〉政j守的安保!岳古もって自ら '1投打、

前争を松町 LJ、また裁判仁お， 'ごはムl従い三さ lーかっj主pか;ーの

方針を碓i同/j~lWJ として限;札、社会治安に LlJ々しい危合を及(.;f-4--;刊事犯

を以Lく僚らしめる よう友〆位したといλf また、 19Di:r-ドにf工返事止 (l(1

fi'l'夫書£処書記・中央政法委員会書記 設民放所貯は06司段打を振

り返り、での)，ν.JJ~た経験と L て、「王には各k?c日>i?員会ヰ政rr がケ京打l

をF土治的f工務どし、 1'l;:およびIFiJ妊のトノソ '1 グーが白ら作戦.i[il曜を

とともに、t;zU、部|吋;こ物質的保障を短力視供L こと :'fたl り

961n訴え才了も政治法動なのである c
そ L ご今[，，[のす了の重点は投入、~:í1盗、強姦公との重大暴力犯罪、 F

頼Hき!'、統~~に関わる J伝説、麻薬犯謀、主任中目悪勢力 1日記ZJ よか:!"社会的

などのさ大)!rTTJ百年と五められたいこ銃器に沼わる犯~F主よ

薬j手罪が新しく追加されたが、それ以外lこっし「ごはお作厳打の対象と大

iiミはないu なお、 主~頼主勢 /J犯罪ーおホ fJ ア、計会e'J犯罪J ;土ね年版

打の国占rpの面白」されたliIf斜j山rグル プの発展がてある"1交述4.3
参照)

9抗、T取打の発動」甲111につ.'て イ行宅以.dJ~察部が悶イ岸 IJこ l敢打;首動会

i I G 公安六市民~;~ lO(-;tJ_[;:1' なお、中央政l'1、主主員会の首j:;;'r号は l斗府内ネ会

治以、社会σ)'/i:定にお子トる日告"っ 1:;~c迂および活動強化に|勾寸る窓見J [I~ 計

二i 可Ij社会 J古安、 11i':t主主刀m:出合出問題和刀l円:~íi. 1門的合見J;_~7íぷ見)であゐ

lS' I 1007 : 厳H_l 隈-""[1!_ム更深人 ~-IJ共中央芸"w己処芸"0亡、 ド _~J_~:J5(法妥書

;ci:干神~r ，瞭望新It~ 叫 II;l99 1'汗 i 見J iCNKI) 7 貝乙ま f二、長 l 汁主も :-~'J 弁'- ~-j 月:22

日に、検察系統にML-CIノ〉日的ヨ耽-1Ll集中市左一行肋は党中たの豆よどな作戦

であり、 ;)L~じの検安機院の主要な，j(治的 fF務であり、さらに Jっかり!行い

だ l二けないようしなければならなt.iJ ，~: iffi知してい心 (r('殺打ユ闘争をさらに

Lっか ;iと1，い、よ「く行うことに:;判る1垣正IU。

出馬天11I 岨苛l~ì:t ('/) 2l支 j

UJ ー ~.Û、 7: 抗生7r;)以)~~
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( "月日刊 -~IZ::) におしも仁、 iえのよっに述べるつ l 今年に人ヮてから、

部0);[11 ん η ゾ状況がiif~ く、十十主，:<fn7. に山々しき tC!， 喜を fえ ilt犯罪、 ;f1

効がお減令也め、 E吉岡千主主才しl、はる特大恋FJ，宇件刀"主続1て発'1'1〆てお

11、111可列l極的て悪い影響を万:ぼしている「黒松会的犯罪グループお

上ぴ介tf頼思努力が悲の五~ :")を尽くしてほ行し、殺人、強説、窃援なとの

車大刑事事作も大:IJjl": こ i~ 去、売買点、麻出併Jし・使Jjj などのト会の画定:Tr';

なr見象がなお少なくない地刀や埜廷し、人見j、衆C')l十一w企財産の安全J
Llr々 しく危芹を及IJlj 、社会秩序および社会の安定lこLU々 しく危7ヰを及

ほし、政司ー・向日〈および統治建設の順調なミを日j 士し、人民大~r訂正こ

れらを忌み持い、小i苅は膨れあがって νユる，両会"全戸町人j、および中

国人民政ì>( i' 1品 d討会議ぞ杓了 'Ij院中、人大代表、政g~委員も多くの批判

的芳見を寄せ、社会治安の仁!とEにったいに}jを入れるよう強〈本むた」む、

とペ

具イド叫:)1:";治安ノ;:h児に弓三十移宇と、 1096if.l・21I期の立工大事件の

件数l土、前年同則正12日%1きでありふ、巾でもきえす;宇{史吊した犯罪の

増加が主しかった、 f列ぇ(:f、;士容を使用した強f今事i'1の立4;1':主主!;t前イ|

Hil}j比14%であり、ま丈銃探使JIJ (j')殺人事件の¥'，案件数;土 li，:年H矧二

120%増であ η たお J また、「建医絞まれにノ」る狩人悪質事n'Jとは、
H年2ワ2けに字ilIiI.点{全同人大常4長会思IJ-i:，Q長1古¥けもでH身守護

{背中のに殺守された事円、および己月 3日、 4月3日、 δ行27日に

~t京一寸ヂバ Ltc;与の銀行強ftf-1Wt-，:，ある c そしてl十l.:li!])"y= 1手で以、こ

れらの「特大Jむ質事1'1J が06午!政打発動の 1丘火線こ?ょったと折扮:えれて
いる斗

ζ ころで、 96 えmよ当初

" ，、
ι 

l公'ヶ大事投票JI 1068九戸

イ泣から“円グノ"う月肢と期間が限定5

ぷ j
I "J1't-t t' 万年 ii 位全可申~.f:r;:;v-J日展 貫徹落j灼 l' 宍~:ff~_j新1 会治安指小柄

ヤII~ ア法:];:IH棟一 l側、年 ，1n ::;~l 叶
氏 C)H:1、'J的“段.j"J" ~':.'JI-J ロ己首出祭.1 ~)~)G イr 7 +tiJ (CI¥KJ) 7支

::，.1，陳関i斗三編づ法泊l内W-rrr:JJ 討すf半Il'I~J{主、つり(n年 j 引 4頁(曲利久報告「段

幻自七刑事政策 lに九lする i1!:布、和、の Jメンまた、何乗松宇A:i%r-'刑事政策h

:' -5f. 5r'~ 出版H 、ど巾02年) 2:)0司;よ何年配H のお動とう、I巾裕殺害'jl件0)1きさ係性を

J三J古づる、消仁ぇ fiji首刑事政淀川J制定市w土子:よ菜、2(Jul) c~ i2良も H旨l

二日社57(日4円:J)3Cl:) LJ2J 
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t して v 、たが、 yミ庁、には f;1 イt-~ J }=jまて断続的に行われた、し王ず、 υ 司 ::~O

けから 7月;1， lHこがげて '-1-1~甘え法委只会お J び '1'元社会治安終今ifì理委

員会が開催L;こ 今問的lニ肩安打令深く引き続き民閉じ、 11会治安松f?対

策的末端仁おける身、本宗務を強化する会[民主J 同 lおいて、 ト FF113〉厳~J 

を総i~ するとともに、下 1 期も引き続き J~'対j を l法問することがìk:~-t され

た。そして、 11月18臼にi土、樹祭誌が ヤ1'，1雪察機関の依すj主主治

行民間1，'問宇る電話会議」ぞ荷主、同立12}'かり翌1997年二月まで

荻打r治冬季1j動」を展段J';るよう j)jノ~J::L丈川。その校、於打受信冬
平行肋 l が終息し工時もない::.;R 5 円に、当支宇部 ~;k ;全国費察機関0) 春

子一封父子了j主治行動J 桟l出の作戦にl有子ゐ地).11..を廷し、 1 ;-jから日 Jjまで

の3ヶ月?司、京打をわうよう指示したピ 春子むの宝，9:('土、宝大暴

力犯罪、京社会的犯5下組総・グルーゾおよび，i!吋三悲勢}J、重大事什.}:主

主主主骨件および重大選定犯、違反$k-(，:~ . ~単薬なてとされた L"

4.2.2 宮6:;手厳打の現象

討すイ|可丈HIこ:f-h、 cVc))Jろなこ，Cがネjhiしたかにつしコてし士、

イんしたノシワペクションJiJ央集了l↓'i"I!以JJ 全|主胤レlきさJilF)T

犯罪紀d大J::?S"がよいに参考lこ主:るり以 Fでは、向手?を中心lこ‘日;)-1f厳汀

万 以 i、てや論どるよう仁、何年厳正(よF将主r-1'](，，-~、討さわたため、そのノH，11~1がど

札だけであ。かについては'1'河出 J了刊におし 1ても認識が統 されていない i苅
え iZ、 )~S):::III は 119何年 r較打』の継読淵向につし εて(工、ノ;のところ定論はな

く、実際~':.:: ，正大午IO...I~; ぅ打であった j とする~ ~I[l 当防法れ明;法;ド的'1'凶r; (::f 1 
戸j人見公安大学巳Itiil!、20(込年ノ I弘子れ

ゐ:、原えは r<、;玉Ji突入持夕、開校庭疋引料加f吋 jE治安綜77治lE基層基礎 l作会
議]いな心、~-);t;:-;t、業務 ~;tt~淀川，]こ[土、問えば派 t+1: 乃f ご為れ川、「派fH所の

茶 j'íjょ 7)任務に院~'ヲーと〉 切Jの苓4ifヲな警事主l"i{j.Jを?旨し、貝 f!S :'I'j(~: 工、戸籍・

，4':) j-tll_ (1)管理、 Hì'f京会等 v')ili j芳、 ;'~~!-;ri/) -T':;士などを析す Lエjft，海・ 5正=鬼伝 f江

主事省内\'2易市単察ん.j!j:安 lバ~~j'!c:j) 剥ゎ勢下り[)主品市派出!り弔;健工作 rr討J 宇対
発等・ l清十回注(，11 líむ~Hi3f{1丸山!"

のここで 主主{古J シ l止、説、1'r~j'0:'こ防止するしいう意味である 1主体[:}j;:ョ
':，，I.WI. .孫万恨 段H"ら会:的市ヲ法子 lt寺 J i'会宇ヲ00つ "+=-I 悶::l2~L

2忠!tえ については L公ン;大事要民11078--1079， 1096--1097、1112r!。
刊公安川政治l;la制{群衆出Jlk京、 19凶年)

i砕

UI ー ~.Û、 7: 抗生74) 以).:.2
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と共j呈するtti，与とを設問しょへ(以下、カソコ内の只数以1，;;干Eのそれを指す)

111 党の指揮

9G土手厳JJ(P おいても、厳fJ のほ揮を執~) tーのは%安口会であ，，アーコ F:

えi工、み玉、:1'では 4月お汀に.1;':対]活動動Hf下二立会訟を問併し、)巾↑l'共f巾1刊1史}政定

仔治iff局吉委μ 1北hυよ月点J正Cf市?守I党委:口:会占 5記己の尽尉{信候t1行7がt草Ii'決3法'~'ì泌2沼品4品己抗凡ミをJ 行い、 iド同訂寸j干市i甘7党主妥皇:只] 

会i副t川U吉記のF限京J1、j丈とがアヤI';央央主主込1と:の抗指1示F江の)京所押粕lf古ii竹j

if.法J去、委員主会:書記のL強恒i許向f右Jノカがo"、只イ件4、E的〉主主:j作午車誌を伝え丈 ~2-<iHノ、またト;布fT:"C' も、

市 ~!I::妥民会が:日 19 刊にキ?了ず仕 ば十日責任幹部会設を開催し、 1r T -;t 1]1央

政治局委員>11'*市党委員会審£のさが政打の作戦を七、えた(白lfl)" 

以1.1土色、ケワスであ之;が、 ド級でも同様ごあった J 例去 l王、 ;1活字'，'j'や

iJ:i江省なとごl土、 fヰ級ずに委員会・政府の出:按J討中の卜で紙nが展|草され
た(~町、 10'(;:1:1， 

なお、主イ弘前傾向としとは、党の指導(土政治的沿う草にとどまり、官，~:J

ヌホCJな守f.1-十の処理じは TI~Uk介入 L 公くるごったといわれて V' るりすととわ

ち、 '10品31r J 長打』闘争は、 t~:~_~'f，?(J)パe-o')治専の下にお、、t、党、

L士、市なとの防法以内が 斤に加わって了政lI， I刻字を民間することを

強訴しといた。 そして当時、 夕兇じf市ド目ヨJ、河?斗IJi仇え十権斧ヲ多':県早 〔区) クラスの;'，1及J兵L判所にヲ委E 

ね、 U尽毛 ¥|え川) ク一う7スの:史党正党;長委?口会J指衿主等享:川泌↑ド;一刀か1シゐ l訂j計1三実E 、手訓つ;ドj

とカでき、??空き a険tr・i&'I'Jrliなどの関連部;"-](よ共li:ij事務処似を1Jし、
北hi科、{よ多元的であっとc 1996'tfおよぴ20Ul"riの唱え1I:I山手では、

党委員会のれ者 Fにおける司翌月石が l段打」闘うの J五位Hトとなゐい
5tH宅L、非:司法機関はil'P土梓をh-"f'宅ごきす、記長w会l立政治的指導を
うだ'fで、只体的な事?l処ドJ業務に関与しなかっと ー訟に1ftい般

IL闘争を行ろ梓)立がかなれ向|したことを しごし、る JI3P (カッコ

人;~立!原凡)と(だが、以ト(および次 rljノ) '\:'児ぶように、"f:r~~ ド党によ

王手件処理への i宇がなくなっえわけではない。とはいえ、全体的傾向

eLてu、 な1捗が減少Lているのかもしれない"

灼，巣坦紺 I"J凡打 刑事政策研えし」快皆原 』町民?と主絹~'，; 1 r+:明書?ι 日 L~ ，~) 

刑ナ卜u筑7証拠規日J (仁:コ回j)t察ι!版社、石川)4-年) Ig ，~ 79頁日

山、鈴木官。〉布地ク)裁判Ui苛 b 刈ずるヒ γ )j グ ~!I=~ 去に J るこ、裁 ;'!i に刻する J斉:

二日社57(日4円;-))3Cll 1141 
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12) J.、殺の勤見

湖北省ではム月29lJ()吋に開始された弟 n:'i(にお¥'て、省全体で 4万
人余りのき祭のき禦円、 2ノJ人余りの党・ il5(宥粍常、日万人余十]:7>1;)りJJ

1品)J省、 i ノら人余りの武警が動員されたけ 73~J ま士、 i明宏省ではお

万人J[iくのヲL ・ fjot 幹部、攻防幹部祭~、式合、防隊民が1T勤に

参加し、むとfえ常戦じたという (181 rJ c とはいうものの、大泉が?全子、ir;

効i.'al;貝されたで下判と lてベ吉;記殺さr:ていゐのはこの 21千 J省)だ

けであり、大勢として f土こうした現象はかなリ減少したものと lιわれる〈
なお、弾一半U坊が絞疑者検挙に加わったという記述は乙以に及;まない}

また、南忠市ではiJ民HiFiiの警察官が、大来年j九千、剖i織とノ什、ロ ルを

わった 河童 l06TIには、南京171警祭日沿海E各派出所長が、聴|功隊員、

治防委主任とともにパ;'1]ールLn，るぢ真が持或されてしとるハ部防「阜

の実態i切な位置づけとしては、 ifrド;Jj妥と大きな"はないようであるυ そ

し亡、 4)]20日から起 IJ求までの統計によると、大匁が日 }J人J斗 ["(1)被

疑者を警察・検察・扶iU1汗 iihlたとしペロ

この 4 うに、川1n貫主tJ~同様に、たW<Ú江戸;古!íJd.*''ít iJ J. ()~防犯協力 Aが

効Llされてい之。ただし、中jなとしては、 l市民社会の興院は、日tfJの

現役式のl政治的動員の千|会的基諜を喪失させ、 19日日午ぉ」び2001f:'.の般

打戦役から見て、市天:ノ〉安心γよる情熱;土決して高くはなく、 ;983主三成すj

ご"'i空時の情致および仁1発的手J動を欠仏、ている;J ::-;;::， ~いわれており、 ι3

円下品、 t っし 1て、(古林 ~1王者$IÌ'J~九回 1!l93"I'11 Ii ll!]) C党委員会がi回々 の事1tに
かがわるレいよ〕こ1ては、よ恥;むつを除いては〉ん〉ないI このtで外巨人いl土ノ陪見が

ある戸 53主"の大引 ι重大挙fiについては臼主恥l二定委員二:にfZ-;liし、品桁i不をi受!汁?る

ごとlは土ある h、(ヲ天ミ干伊計市:円干裁， 1パl'栽， 1泊99弘4壬汗千計年F:'片i泊O口印i 1 孜lυ比t、1委E民会i;{戸ず具休削t':~的f巾Jな 1宇宇l干一 j'

Lに伊f介「人L、出ぃ::-.1:脅かlて¥'るとしうにことはなし」、'111烹符沼市J市村 1'1.¥訟判所-

:C;11-.7 H 4日 「党o)r!zi:1、~~員会が異体的事件の結山7を日定するこ l はな V'J

う干与え計返 J 亡きたレし λ 19~(; ， 1904守↓を陪 é~J.古:の介入が「ほレんム l なノな

fしAだということ:なろう ただし、例外的にせ正、付りかの)1ジで*'f::{:;j:'J事件に

う高!112安司会この間でつミュニうーシヨ J がl苅られ1いることは、礁かめられた4

c 印|司」における百鳩山?よる~I1J法J (jう折山 it此の尖笠、改革、構想の諸相

J 、保IH秋た編 l 市渇iiIHHI::の~)、干十会苧J (右i台、引11年) 2Hl~) 。

ヂニミ安人予-'k~JI li削頁

原l高ー削J丹H:¥j.3) 2.18只〔

l~fiJ ー ~.Û、 7: 抗生72) 加。
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ir;ji三子i?'比べてた践のj長打 7r'lλ帯封てやあハたニシカ£っか訪すよる}

1.') ， 1 判 i)t :Ò: -jLI~)、会なと

ij;;江省主例市では、 199G年 7月;11::: \.~ ;)ノゴ人あまりの大衆が参IJlJした

羊Jji')~ 口令大会が開催されたU ぶ会の;i3止を撮日3した写真には、被行人の

F可f壬ろに '，'f t.っ、広??により;:~主をねじり ι げられ、台、 ~I におじ戸さ

せられている禄了が写されどお i人この様丁じコ， .て「犯罪さが弘、じよ

主江主主の依罰を:去けているJ !いうコえ〆ドが日きれている (113fj) 

また、 ltl~薬剤売の 大ル~トである広山チワン族自治IRでは、 19~地 Lf

ιt-j 26 リ;ニ同薬撲滅「栄寿l 大会が iJtJf~ さオt た n 二のと忌南半市で Li{'

j卦おιζ ぴ7子会場のr;I-7会場を設笠Lたほrン、向EI;jヘ区の14のc'e， .liでも

t~f-朱撲滅大会を開催 L 、同柴密売人20日名に判決を言い波 L 、?のうち ~í9

%を比例、 18名を死殺に処Lた 1十1"~'了ヲの王会場ではが育館らしさ法;1，Q6

A: で、 21~うの麻薬密売人が判決を弓い校された (2 l:nU 。

このほか、厳打の以来の展示会も!1、く hわれたぷうごある，l述のよ

うに同イn託子J0) と対ネ:土銃器犯訴であったっぞこて、~トJ也て IJ押収し

た万支持の小会が開[起された。(タ:えl工、吉林省浸i'!e，市で:立、政打撃

(台「冬季行動」阿古fi後 1λ Jjで‘人生法銃器1278.J '1;:押収し、 1:)の巾心部

三それを'庚'J、した (64頁L まれ、ヨ~I$:江省、大度計j でも厳+J~止 院に

よれ押収したと芸誌、銃22などを反'Jミした (7Jテ貞)

また、 83{f絞れといずじく、 96千?滋J'Jにおしaても大衆の白11'1で絞疑者に

:L0 況や笠(liするなJ悶宣(llj、会が行われた、例えば引ir-il/.1雪印:111 正、
語手応問、子分応が 勾千百処述大会 を滞催した~::-こでは被疑告と空、われ

る告がよ宅うのふで祭'IT:二週まれながら、を返れ l 口 I~ れt いる (2.-1_'Þ()

ところで、以 1'.0)11ず決室長大会、的の b~県段fず、会、公開f百十河大会な

どは犯罪苫を震舷させ、自己主河す「政治的改勢の具体的措聞である。

この時刻、これら以外lごも次の tう争 政治的攻勢」が採らh-t:， それ

は、今立で・倹幣 .t主1引所い j'iji:1二行政i諮問}が連名で、持にXJL一、
è蓄して寛大な処理を凝ら llV.るよう[イr!- ，q-~従定処理]告げるというもの

である。これは、/

川 l 般的;こは 羽以内J二11i:IYJ に日 d.~機関に出回しさえづれl工、 体;こ

二日社57(日4円 ) 3i泊。 iJ6J 
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}二[，i'-なけtしJ工、 itに欣Lく処罰することもi可時に行げられており、

事実人白首した与が粍くなることになろ号。 pええば内モンゴル13;:F:i:バ

では、咲打ヨ目的f刻、、 1996年 6月:Jorまワごという制限づ片付 ，.c、!吐浪内
1，:' ;寸泊して寛大な処理を|浮売以るよう呪j泊する んで、罪かι!J主オしよう

とヲる22ベヘこの月j:ニ及んてなお犯行を重ね上っ〉する苫[良風作案]

にツいては法に11~ い 律に厳しく i怒らしのると告さ十与した，351 また、 ~i

京 ili 、ぷ;土 11) 、湖南省、 ~~IJ- ~Iこ省、川子育省やも 9G年厳打開始早々、警察ー

検察・裁判所 r1; ?;t、f;"II:交際民が連1eで白内勧告を1Jった l均〈裁判所も

犯罪制圧のために凶官を貯びrげているとし hつことは、裁判所が'1'立公

平なン γJジで;まない二二を射的に示していゐニいえよう戸

次:土、 96年厳1--1において、主主'[IjiJ>' 2~のように仁われたのカを見ょう

以下、ては、 jヰょ主化と T罰fとの三つに分けて !，lていく v

(11 迅速化

まず、治安事犯の三年月l期間 (ft'、宇Yi:)をましめと表4-4から Lちらか

なように、厳打開始の1996-flには、 1ヶ片j江戸?じ結若手した1TftがI!if.ir二
久 1ポイント 1告であり、持 ~ft まで 1 ヶ))以 t を要した亭fi のJ~if"lá軒花

み減少している)な台、 1997字下 lゲ刀以内に計百した Ff午が?ないの

は、iIIJ:tj，U、哉とによる当事高主表イ己のため、より持問がかかる 4うにな)
たのではな l、沖、とJ金以1される -c，

処罰を手予 ð!こ従う、または減干害する l といっ 1~怖もおる L周松 . l番5s'i小 '1均
於“f:l l':;'íìt定 (I~; :{~: j'，;，よい斗、考Ji1I1仏公安lfJlj等亨科学校手羽t?;)(泊三三{)J:iJJ(CNKY) 

225ミl安出〕が、同イ!厳iJ におい「こうしたここを約~した立吉凶!刀冶主弐れた

こシを /J'す資料!主管見ト::)ttJなぜ¥

川 「投索 11 角 1"~μjîE喜一り、叉公安誌に日版 I -1:iU6j':j:: ~月お }1n4: お、 11

首しつ勧告[ま}切り二が↑すされるのが;rti. ，:j~ であり、北))1..などでち則限がJ寸されたもしっ

と思わ2しる

利 l ju干市については'1-:，:-':1恥l詐深化戦iJ凶争ム fSt:z:中J.人民公安-+iZ(じ口l促h
1990:年 6月間Ii、それ"人Fトについ7は「公安郊新開発言人 就j政干了闘争答~L-rr

山 戸人民戸γ矢報'，ClJ版)~ 1996午5日11H c 
とはいえ、二の安(じはまだ十うrに長持に悦ぶいていないという拘悩も£る

(託手 ~':4: . FR tl-~ r-V~-11、鞘て人談話J足前評 T紛 nH::tl;巴iiJj旨乙 1'/8，ミ参閉J

1"1 ー ~.Û、 7: 抗生7(;) 以)町3
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表4-4 治安事犯審理期間状況表

年
~; J-j lJ山 {九 H半以内 I '! H二ι;J， .).;問聞記フ呈

1'1 'i， j'l % γ 今 千ゐ 島市

:!l¥)::.; :U日リ6o り心+日 S :6~:1 )4， : ¥)2:;9 -' ~ ，) :~~J :3 i3 17 

: ~191 -'--"'，、:1(":1 6J .8. i山'i9え，、れ1 円，)，'勺， 【J SP持(; 5 2号7ワ 1. ': 

~10 ，l ，~り，l ，iClγコ ，j 1 ， ~J Fハ7守己司fi;こ、 、つ人つL2 :(10，/日 11 :う日{i(; l.~ 

ょ日96 -'-8目当 :~:1 11.0 63こ ~:5 25.6 日lH 当 1 3 J3~~~; 1.1 

: 99/ 2/:!:~ I 1.)，4 I :~~(jF:? /しu- 90--ii) }ク 2422 I tl 

il';タ πlυ、税弓h守お」心苔午iJ~'U五!ι 色え三、 Ýì主安4宇和 ηI}、 名肌

また、 J子、 1巴 j[~(T)指Eとしとは、日計[I#t打何枚、事前介入ヂ1ムく吊いら

れたことド挙げられるし例え l王位、東省部1:11なれ土、「検祭院、裁判所は

した事1'1を速やかかっ正佳:こが?主手絞に副 :'J処瑚 4るこ 1を止す

るために、およ.'(-:!f大忠質主fhl'発生すれば、王指導者が宅i'tを;日、可

するifl部を引き連れて現場に社主事則介入[た。，'jJlj，:;_ (工、常，U市成

区ご主じた殺人・ jl体主じ壊雫件じっし』て、検察・裁判Ij!，ijfのtB、i若l二知ム

引を受け、すぐさま事前介入 L、[fiJd:検'~~院はノト1':受)'P 絞ワ 1時間じ

を+J'f:;t~l、3→後lこは[，，[市'1'裁がy::':[lJ執行を決心する子IJ段者をそ乏した'.:'，;:-:'，

という勺ヲれ以外にも、 :11東;省符南d，応東区では 4JJ 20日に起主た 4人

を殺岩した符大づ件つい亡、市:，X~ 2クラスの検察が Fliijfr-へし、警

察カ 'l0t立司書4にしたつ時門徒に勾"aを/承認した、 また宍お，1i ，[，宗えては:主常

および警察古ポ;ヰを交恕した[走、:2H慌で審理を終え、 3HEIにlよ

桃川人に対 l_~ ~C ば刑の 1 ，*判決を「仁たといったm寸:，!;J;!) ヨ I，~ r:)れる l汚ノロ

-1-IJ!.j J、台:"J'Jイ十処理(ついては、 '1983年 I厳子rJ，i月ド ι じた「 長

イt一長」、 ûr-r-l]-ß話料処;:I.E~などの J:f;~設は草木 f~:; になくなっ， ， 

εmんじ、 j を将んとるなとのき現念;ま依然として存f与してL、た 4，_')

とし寸指摘があゐハ 83年紋子， )則と J七べ亡、 CT同事件処浬のふ見:Ç&~はかなり

減少しえ主ろであるが、「長木町Jになくな〉た」と u斗うことは、裏を返

別手干n刊ヲ評AL具 'PJ9C: 主伺[散打続行動」時事 H~告 109Gイl'iOi!iJ (CJ¥KI! 

10;ゴ}
コ日 ~ri!~ ，_， 

lmIx境線回有J'~;i "，'(-i-T/只〕

二日社57(日 46D) 3i沿7 [1只1



せ J工部分 ff!0 に(土台 li:îJ 事 Ft 処J~ヵ汁丁われたシいつことを

10，1 亘:n化

。
}附

ものである

l此

結idからいうと、 9G年厳Jj;Pたいてーも、 83年厳<，と 1;:じく通常岐央三ニ

ベて 圭く l処]日ιれたハヲモ----5 (よ;9~めでから ;99l{; までにおげる治

安平犯ωill計分布(犬況をまこめたものであるロ

[';ii入壬

待人民

表4-5 治安事犯知j割分布表 (1990-1ぬ7年)

5年以上 ら年制的 1jc代|執1J拍三|守)，-IJ:Jι内免除|川県

人 1%人 1):'1人[劣|人 7:'1人 1""人 I1人 [μ

1 !;DC : :T: :J7:~: 17i-K7(j I li-L;: ，sf的側 12:1 討 12に ::1; 引 :((5 (j~: .~.t; I (If;削(l2:日ユIfl，71.U!; :11.2 

1山 I:~.J-4S5:: IS山(冶 16:，4 Ci!:， 出|却 71ひ引 :n別 :4U9.J- c:i， ~)I~:iGOIU 、l叩汐j氾gI川0川斗壮l附3出:0フ

l凶99:~:21J お限:::;'J; 口♀沖91 !り;7.0:79t9~ 1"犯:可立;ιLi川IS 町;C.912コi17:.s ぺlハlゆおl川Oワ 凶似:汁10只lυd将8;0り

l山仇川汚 叩7刷川i1判4叶lい斗川川ωIcり い 7:川 |同刻加1.1いl川7円川l印1パ巾iいU.7ぺ|いコ2(l(1以川(υ川}β弓
1~汚〕冷9 :1. γ芯〕浴刈g以剖l(犯09:1日57刊6引t悠SIliO.(I 山町21311.'1121出:U.8 12:'，ょ53 ~ 3119610.2 1~83Io.GI5g;:n.~ 

I :;~).)灯4\1:4:1T31 i:\ Clb:3 ， U: 1"1'6221犯 2116:.3:().il :¥1: ;'-1-: '，"， UI4'叩 IU.:~: 1~11010 引;~-;:' : 0 

l9Sf 訓示)65:: 'i"うくら165 氏幻661~:6.JI 引2フ :c.-:-I ?;~FX 弓 '1 j以}l(u .l8(J61り 51;~:)8 :o 

1Wケ出1(::;71ユ|h217的"1泊。|引にioo|19出77，()147:IIO.2 1 5:":.-1-1 n，(;I川 1):.: 
i';'rA: :出口泊五;史料ーの C，ノ'2r-t:;:X¥且芯自利企{台fム烹什紋下λ i;-~~ ， 

制約三ii'-に1;いては c手十二以上」か173181'いと会っているが 倒的叶ク川、足元バ土じると吟
山市 l'，f_:[町し、!日間千で訂 11

主主受からは、午、の?点を読み収るこ Yがごさる J ひとつは、ドj9G-{Tに

懲役 51t以ーの川のシコアがよ目え、それより粁¥'刑罰j(i)シコアが」えった、

つまりそれj.~ê'í こ比べて五五羽が多用手れるよ与 μ なっとごとである J も

与ひとつは、 しかしながh、主笥イヒのヤいが、 83年正常(1"r ，jりもはるか
にfb、ことである υ このこ〉 i土、 1080可から 1098可までの殺人~手、強姦

)i、 1llL市立Ji'の懲役に f+:..L'Jι の刑0)比率のj住去さを去にた1;<11.... 3 

から、 Jりl主っき')と読み三文ることができる J

このよう仁、 SG牛絞れにおいても、ユぴ〕存皮l土83牛厳JJ乙;比べると明

らかに1L~いカえそれむも刊罰 i土利 1M!今に王手くなっているといえよう} さ

はいえ、本河からはカ干こなる l懲役ぇ 1j::J.::J， f-_ J の斗f.L.J'が分からないc

このp については、 l 粛有仁お円るを主主・国家安全・ -j:i 静YJ改造部r~，0'it!ム
NL六時J'lI'lI件のIIJ決死効人口ιおける刊誌分布状況をま〆め丈去4
日が参考;こなる v

UJj ー ~.Û、 7: 抗生(8) 以)(附
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図4-3 厳打対象の懲役 5 年以上の7刊の比率(1 98自~1 的吉年)
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主

総
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10 

o 
1980 19&2 四..鑓富 市SB 1990 錨掴君臨 "腿

1:'1'視 点SU"f7うヱら1出:11まで、むよび以98'ri，-=J川、 lごは、 川口弘 ~-I {f判(/)詐イT'-)円l
事伎十~人住ヲ“ IFí:'見付:τ~_I ;，1<..; と またそれ以外(1 1年;こうい \i~: 書れ， (往年j 最註

危害和会<1;二女系件統計去」を参l泊 lf，なお i 路ょ{:につL 、了 lよ、 IrJ-Tf!け ~.It':.1 わ

れるデー々が ')1::芋肢;';人民主↑寺山~;flii ム 7' 可欠三五色よな台市古索什つや人寸|久lで
突なる治、 では伝;;の「 タを円いた ν

*保有jjドは刑u売さ;(rU際しく)、(，川誌の3己:分け勺才，)二?の、見98"r，今 夕;iない J

表 4-6 tt粛省における刑罰分布表 (1990-1999年)l単位入)

-:;-i:正戸d主人民 方下] 
""'1 ザノノ】 新〈 う士怯共犯 iJ:!~出 ii鼎浪i又

: ~):)しl 出)ふ7 19:> :{)， 1 :)::¥ 起:!)9 

i日9~ 8:~ (fi 2Ul /。 16G 7~l9包

; ~j9.'J 自97， 司qコ，、 79白日

'l1(jる 当日U::; 三115 iJ02 

ム991; E(j:~0 :"):;2 完治 ';'!í9:-~ 

':1リ日 日2(i7 1.'11 " Id9 70，パ

':'9日" 9;'21 Hi9 11:) ~l'， ι:);'1 

h'.:~-: ~}附'"察Z~加~ uηl北社不出 1 :):;(， -~ E)~) i 以は--1加。 l:i%--19!均年
"q叩ぺ 1993， J99，il-u>-，F--一々 木祉の丈的苦叫Lた

ア甘粛.t5t察主1ク)19911 :iY.H.!:z..f:)よぴ1995全版には死刑と死絞の項目が

ないため、 96年厳宇7直則のタ:'刊 j珪用状ィ}~はうf 小 r) ないし l か~~4:、衣がら

は、何年犠打開始。〕とが、川町)と代でi立ち 3'[;11'1113小 O':'3{殺の適!ijをえが多

いこ r古れ狗らかであろっハ

二日社57(日4(1)3i沿5 LcoJ 
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また、 ;-'vtl;とば、 引の地方で:土、急rll的自主11においとは、↑世，，:勺jOOjc

乃窃 :::åF\こ勾却を承認ずるが、臼常 t;<; な闘予にお vλ てば、 ~OO口元の窃盗

でも勾切手会認め記い まに引の何千挙げると、有高裁スタソブはJi.のよ

うに百う c 今lr，Jの賎jJで主主ザ裁判所l立法;オiい重きにかつ速やかi犯罪

苫を処i可iしたが、そのっち約:め%の被再人が、「↑屯たちは栄子J前にJ市まっ

たのに、 ;;3内IJら;立政-H!tqの政策:こ三年三つ主Jt，す?Jる作!決を「じた lとして
をとドし.，';て{た)J '11)という井市町もある ヨi苫は 1位l十Ujjゃあ引ば治

安骨i却処罰や労働矯Lで済んでいたものつ人勾留のJ判旬、5j31、 (， y:~ れ、

も円¥4t;多くの者が111;事(:0処想グ)!レート;こ来せりれるという詩昧にお

いて、 l 重主;らのための借iEである(労院議五で虻」引きれと万が刑事

均処理よじも重くなるこ ζ はあ 1;うるがん後苫J立、』うまでもなかろろ J

このふうに、裁判段階におい E も l 主主(こか~J速やかに」が実践され

~C vミることカ2うfかるが、うll二十皆J出したよ..:)¥'二、そ.C)fqtJ立、ぶ i)

とは大さな芸があった。二のことはまた、 100日イ1c I1泊'(，10!1正にかけ
てt:絡む探城主主獄;収付されナいる8f.9名の立川きにんJLて七われた読

育的、泣¥のようなお;世からもろかカさえる寸なわち、 r-iVc討に之る止、 19R3

l におし=ては、 I収tf者 :i 勾刊から労働己主;主に技人されるまで2ケ

;Jiこぢらなかった芋が51~{を占め、少なくない者が訳の分からないまま

収監さ札たに 19~jf)年Cえれば、気勢は大きかったが、もlì まったさは羊くは

なく、 l成t;'J 'C'+#まった校、 198:i':[e/氏子Iを速知し、福い判決が下され

ると戸、ったが、結果的に判~1(fよ置くはなく、 l設れをJ乙¥れなし>itすらいる o

;rf(ミ7I4ると、 78%の犯人が段打を4ぞく缶、にとょっとおらず、 53:の犯人

riアンケートご 1設すむは出くないと答え、犯人のirtw対ヲる抵抗)J 
カ塙強εれてしもる Lかも、 190Gf[絞れはi)-:(こ従ぃ宇ペを処ドJL、収零
静止・勾171から判決の戸i彦主ご 般的に 3ヶ月以|かかってお打、革主

lこかっj虫干かlやす三況できごおらず、投打の域内部力l主人さくはない:，， ~1 、

と。 ijfか充言iかり見わi..(J、96年五HIをI主;我山が「重きにかコ速やか

に.11-:;:われ ζUもることが分カミるが、 8:3ヰl民JJを域Uとする「五きにかず J

ノ手広径 1;口安;:~勢う ~k打万針.，; i r:!J 市公安古寺守利学校学報 19~)の主5則 (C]\KJ

1?t-1 

l 得制L ラ」於T~iほ白紙“ぷ打け剥 1: (n: :)~Ljl_~情州内川査.1 ，jl_~リ ~.iJ"I~):;:)訪れ't:199í

年5矧均一41!民

1211 ー ~.Û、 7:6 名前):lO(l~
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速やかに の変化 ):ltべると、会n~O) ノふである(

4.2.3 まとめ

何年夏実JIIおvげーも、「党のHil需の l、で、犯罪:I;:jと弁いミ if憶にI-tl]けず、

有効利J-T-}できるリソースを総動民する政治運勤 l〉しい;定式を維持でき

ると考える。 iニLjヰ的:こゴヨらし今，刊fるこ以卜のようになゐ c

まず、今iμiの厳f了;おいても、伐議決定から、波浪のJ主体化、そして

政策の主主泡に玉るまで、常に党がその指揮を執ってい丈 1 ま丈、右効干i;

ffj じきる lj ソースも ~m5~;嗣一「亡とし h つ凶犯に l白11T\ 総:助長さ3.L/:..: ，~只{手|ち

には以十の ι点である。 IJ，¥快挙1言動において繁察の A なCず、党・政府

幹部、さらには|汚犯ia力者が助員されーた 三〉パトロ ルにおνゐて治防委
や防犯協 }J 青η 動員された，① I~h{やか lこ のためにま定以118iの事日Ij介入

および主l円苧件処刑が?丁われ1.: ただL、その点字、凶i川羽:3.ifl絞れどこ

ベて減ぅL、しているといわれている/ヘ引法的宣伝のために公同勾留大会

およι、'l'1JiJc'. 大会がわ寸'_:::*1/:ニ、 f5、)，;ffi'市川とjじべて裁、引が「主主じかっ
i呈やかに 1iわtL 1~ ， 検察 -AポJ月7 ・河口、行政際関がJlI~今で山

首を勧告LたJ これらのうち、裁判のあり右に関わるものは、 e 
d 

びぬとあじ、干のヨ点、iH.¥:わずが道具Eあり続けていることを示し亡し hょうロ

J世)J、新たなItW'J1:: Lて;土、;大じ)< ':f， ~干ノ了、;ずることがごきるハ :TX~~;)年

五けT(とりわiTl083、1984イrJUヒf、仁それIJ!ρl唱さにかつi亙やカ;こ

ではなくなっとc この点につ¥'ては l現存の「広治 r~ fよ追去と比./<て理

性的になっており、わ:)あし、法{，つを強制じている η 味付了]そJ!illll:

人を主主 γjif.，て処罰す心#I象lZ→歪云':Jtべてったl村仁減少している」山)

2しもう指摘カある 治裁判下すが校/内こ参加Lなくなった}このことは、

主)t';:iJ官が果た Tべ主職責が祈|日ill訴法所定の数l'ij;;r;副!の枠内に納まゐよ

うにな η たごとか告、球しようハご1)('i司与件処注が基ギ的になくなったこ

いう治指からもうう崎、える"う J、党の裁[Tへの直提的介入ノ〉余1-)見ら

れなくなハたハこれら 3白(土、ヌ:rイt法的忠考hJr¥:1J斗乏i重しず)"'，)あること

を t告 1比していると考えられるコそしておバァl~>i 、

だ'とや挙げることができる。

j点、問り手t. }J 丈軍 l 罪[f:jJ令官J 的同法-~-祭一政法目指i曹三 (:~03 ヰ期節目ー

二日社57(日 46:J) 3i沿3 1"21 
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なお、上では-Jtli:iJ事Jりさ円、 ;iJ、判におけるp罰のノルマ、公開処IIIJ右

どの現象について円反していない。こ1しは、これらが96可般.;:r ~十に行わ
れたこいうt日開キ羊苫が握っていないかη(、fぎないじ f?同事件処浬の

よう(現象自体は減少しアとNiWJされるが、 4.3.3でえるよう仁、過去

の~~:l1lj となぐたわけでは右いことに習志されたいυ

4.3 01年厳打

フド25 で i 上 2∞ i年れら飴まっ 7 絞れをえる〈ょ~いではまず、 Ol't.絞れの

積立台が{JK主されるまでのプυゼスをρ1:1る {4.::L 1)し次;二、りl寺j孜rrの弔
点対象のひとつである r-!:I:i社会的組織 [，F~:f; [J :i~任目的組織]に|到する

司法解釈J:3'よぴ ，j法解釈存見る、~. 3.2)'刊 f なお、黒門会的制JJ哉とは、

組織の発展段階におして黒社会組織 Lγブノア〕のー±伝子前にある犯罪

集IJと位置づけムれていふ， '1'国の?と六九l釈 によると、 '1'国には黒

字|会弘前iはまだ存在せす、，f:-，'，的組織しかr:配していないとさ才tてお
/'1、決;'-1も区別されてし』る (J;1.1--j'J ::IJ法294失禁F号そLご長候;:、。l

-;[ 耐えれ期の刑事μJi)、)，釦こおい亡、日3{l'liiiJJやぞれ以ij，fcn耐えtJr. J2J椋の
現象が，，1られるのか、また折たな ，~1Jきがあるのかをfti心 (4.3.3) 以「

の吾IJ法.7flj"ITiト法の条)(!之、それそれ見行刊法.flJ訴はの条丈持主

4圃3置1 決定プロセス

96 ff成れを反映し、 1996ff の\'/案件数 iよ 19~川 rUli年20UO-~ì までで長も

ji\、い数情ヰ l'ii: #~J\ した l 十い d¥4- 考RFhにまた、各.:n:c:コリ長1'1数も、玲

盗罪を除さ、いずれも199G年仁最低伯を記録し、検証、卒もiliJ年が最高伯

什ノこのよIについごl土、主;:糾 1'11阿におけ_<):i'ri:と解釈川発化のjT京 引，J、

...!l..~主解釈をま;村ど L て l 社三;体:，IJ と法 4 号 l ヲ00:3年 87 -" l()]頁付 :11ずしたこ

とがあるぐ本稿で;;i:fUl ~(ìJ丈 0)五当部うyを用いることをあらか乙め断勺ておく。
七;~試は改 II. f!'I iぶ土ι守SlJ:説明するミヂl lわが;て|においこ、顕官で典l!;:J的な

口社会ðß#:\~よまど登場じていな v が、午f十台。〉性質寺帝乙ハト犯罪集i:'iはすで，. 

山ムR.L -(お i).括和;-;j-;~) (T渇於 i中仇人王.1同日同汁1い、(怜三'，'楽');.ut; 
~~~.B)j -----------1997午.3n G汁ノ乞第S早引国人LI:':代表人会第 J次公議土 1"JtIJ法」ム法
資料 (1:リ 11 183\.t'~-{) '" 

ロ(i' なお、 9:)年代を通ししl-¥ Xば、 1浜口年が1lをもf.，べ、 19何年はその次:二氏」当

1231 ー ~.Û、 7: 抗生(4) :lOO2
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表 4-7 立案・検挙 覧表 (1994~2日日日年)

イ七 ム索1'1殺
~0[年半 ~ Jr， i'r安行 t)，

核平 r数 i% 
メ凡ぇ ，、 ;-:;;~-Tj: 川i照市、 強制 7ノ;i':fC

1 :;~)~ 166むi-:':;4 l‘)SC り 臼"守 2r:;，:'S'j 日 ;'0Ô~ 加?6 1 :;:; ~~ ~13 I1 :3:::68:! 

190:'i lC0J2SG 13三ο15号 70.8 【，3(;2ζ ，22Sρ 30S9 i日 U33'10J 

1"ヲ6 liji!(;;-lfi 1~7日"ヲ l 1~1. ~) エ】.111 ()S!r.'2 ~8~1:~ 1:;11，+， "日~~~;tU

1~)~:'，: 10L3629 11';乙こ11 2.6 2W';'0 69白71 2936 1HS1~ I廿:5811U

1998 19Ftinj{1 'iつ 2/61;; 河口宍i<2 '.:22ii 1'/:1116 1"['抗告().;

2:::~q式 Ei 1:1'，:-;11;り (、1， 1 2742n ~!2， 7::: 訪日!日 1:)1γ;;m 斗，;7?q() 

2¥)(!1，' ら(;Ji:1C， 1(i1 ':¥:9i I メ一l、戸、.2 :::8'129 ~2:)F弓 ';~ ，~!主1会 2:);-:;':9，; 

三日川1 "~irr_il日 1:)106，:'.) 27，:'日| o汚J<:)C， ふ:;:':~~1 6 日:)~:"日 I:!

jll山 ;ヰオ1"."災件数 :'~ ")'..γごは~~女プ、争県立 科 1;主ノi-..12.'/)ア-'l参.I!(t-

を記録した n と:よし￥うものの、 [997年以降、立条件放が什1リノラス成長

に転亡、 19ÐU ij には:川口万!t を '5己主支し、 :~()oo .ír こ l幻'!I'!:以併 'fJ) となる :3UO

iJi'干の大t!??に染〆 lたc

こうした状況のドヴ採ムれた対策はやはり設打であった何Jえl工、2000

-;[にL工、 i けから会図的 iこ r-~，~女・児帝 1))取売買へのむ撃 ltJJj]] 専

攻以争が、またる片からは北京、 7ミ丹、上海、 ~wj' Aじなと 14の省 ffi~布市

で河力21111情相領i~Xt，偽造・同販売犯詳に打撃を加える「台!:2lJ戦役がじ

われ，(7I 、そして 12月かりはO~ 年般主の|、íJ~ ともいうべき[わ忍除'lI': ([明

是正勢刀Jへの打撃) eJ J(j闘争が反|剖された なお、[市悪努力]とは、

IIIJ;ム上の概念ある l黒?十会(的梓ぬ および政ィ力的夕、ムである 1;':)

「電車古皆、勢力」のまたであり、い-1""れも犯罪グルー プ Cワ発，~:;r~と ;\!'.í~' づ

J7られてし、る'-"，

ぺ忠信声等 日'2~呂戸 1: 1) 4'1頁なお、|甘1氏等 l 当口íTIII~司箆又lêッt研究巴('11

司人工~ ~，~~ 主人ι子出版社、つ削1年) .l4-4-~-~.:!"，、 人研初日:売買犯罪へ明日 l阜J写 JJ:t
1:1 i'Iが1)1からi'h にかけ亡展開されたと述べるに
:，，1) 組立~Z r-"f1設中"中:111i!、地111)'，:問 E朝日fJt~ ョ府，J中γJU、津I)_J注筑jli].，IL:'，;' 

五、劉炎・剖/}，)'(:. I 論 l従重"手刑事実件ノバ 1" 此倒'~，'ì:~ 守IJi}二子文集ロο01 ノ 1

IS9頁

2.S' 役的には、犯罪グ】レ Y→犯罪長トH→黒社今日ヲ;;:f:織→黒社宗祖純という

党展段|出で説明きれる{例主[工、組長志・前拘t;-UG) 212.--21.3， (ii'7問、十1

7T十五，ì)崩「黒主会犯罪~'í-;&<中 1" 検察山.flJi託、 ~OO:~年)出-98同じでしと、

二日社57(日4(3) 3i沿i 1"4J 
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この rn住民IF長」寸J封印"，は、 2000:irI 1 j:j 30 r: \こ設高幸~ .最高検・今
察己J.司法部が IíH~iた思 専Jfl闘争0)rよ問に問よ主するlヰ!日弓に関ずる

通知叶l 青発し、各級さ?祭・ 1主祭・裁判所・コl法行政隊問に閃"f'の全問

主J)j宅問を指ノJ、し丈こと(:'.J: ~，) I ~人;が切られ丈「その後、 12}'llHi 筈祭

部が 令国診察機関の「打デト4:思」で!JP，FoTIl"げ〉動H' 人に問するテレ

ゴ電話会ぷ j を開催し、 l' \.~ij樹祭部長)が嘗察部党委;に、;を代表じ

て、同年12月かっ翌年10)弓まで行うとされ♂た不誠争の作戦宇指示し7二

ところが、党以決は「打ーj宗悪」専]肉闘争の最凶の2001年 t月2日か

ら己円にかけ¥全国社会汗i!ぶ!iD力主設を開催し、次的ょっなJJ!〆犬認識を

示した 1ーで、厳干了'f.i治 ~f~i十を行う三とを決定したのであったへ子なわち、

"見1I、川平苧f午の総数が L-j-:し、危与が大き;なっていゐ 泣き成、殺

人、強伴、 J下;以、毒物浪人、嬬L正・児忌むj収売買4ドのLIJ々 〕きJ七罪行活

却がγ1，]抵を低め1おり、とりわけ 却の地方で (.;t黒社会的犯罪グループ

が弘行して好き勝-'-Fしているへ郷、市局、道路をなわば:')乙するヶ1"uツ

ご干ーなどの臨頼三努力が:占:をなし γいる{押し込み疏盗、スリ、白 l日'Jiji窃

主主な Vcノ)多発砲事件も j時りず、経済領域における 18t)t~i:言動も i\;;~立 J ぐい

之υ 六ルノ、暗常、麻薬なと、の帥，':1、な現象もMr立禁止しても lとまず、ヒ十

会の!J，l紀を汚染してしヨるJ':，;:と J

ilhhで、 H会議でねら出されたH様;土、 これまでの「 制す '0~ ごは

なく、， 2ノT尚で社会活安を晶、主にl[jJ上さぜる t:いゐ持え l'!<，ものご

めった{日 c また i宇治 J ~J加えられたことに〆ノいては、 「自主11:

ヲム~t段陪から見れ I!'、判;!T:}曜i勢})I土「犯罪集迂 と「黒宅t-i~(I(;*clî.lむの問に日一

世つけムれる;~主何人大常委公r王itJl!__l一作委員会刑法豆稲 1 ，辛ヘJ(共 'D 伺TFdi去

釈義~ (i"j、if出版社、 19何年).11広頁、 J_JJR等・前掲注:/-1-7)170---17:~頁巷f:\U，

，)1" I r羽於問畏"1'r ~ I~:;:; ;'_~li;' 字続副会不-;"i*llli!秘的埠 本通.)1自体l主筆釘:不:

岸であるが、 l 三γム六 tl'要rんよ :~'i ;)-H に平::..(})概要がな敦与れこいる

l P人このがや守にうしAてlよillJトl

「竺円子ァ;7貯'ム i乍子7~íi<:記事;ゆりま) J 雨 J~ 干編 打田除悲!審判参与 (人

民法院d_¥版社、 ?iJ(日午;' 1，lh頁η

バ ':: (}J汽;こてフし ιて、 は実JV，~、吋たた叫ザ設疋であるため、 ど

年間 cネl会治安み 顕著 Lニ luJ 】させるゐと f1i~:坐したのかもしれないU このような

日怯であれば糾らカ i実現lやすいであユへ J !.: t.込うおJ丙があ令(jJ[二骨必岨蒲
j日作は4; 2~O~) 

l2fiJ ー ~.Û、 7: 抗生(2) 以)(l()
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はべらがそれと女士会政%とのぶつを強fd 〕始めたことを:"Ë;r-よし、まと伐1f~

決定者;)>'[::1惜しに rl~kれれ日JF))予防お J び抑にの前七三であるが、犯

罪の予防および州，11:は「厳宇JJ のみlニ車買っていては無理であること手認

る4うlなリヂことを小す お l と詐さ:Iì..ごいる c えiさ (4.2.1参H~)

のように、 1096f['.j妥結で竺討を部が司12iiを立てた欣れには l安治 J がイJ! r 
!;uえられており、党'1'央も 4うやくね'Ji'予防・糾J' にJ717るト会政策の

重要性;気づいたとい与ごとや為ろう J

今[fiJの校jJの主主主対象l土、次し')3分、[;;!fの犯罪こきれ丈 1 すなわち、 CL:

組織犯罪、黒せfJ的ゲループ~r訴すおよびj司頼忠勢JJ 、憾波、投入、~~

海、拐収ttどの立大暴力lJf>T¥J-)よび¥わ存なニの大京の安全に山々し

〈桜翠iそ及ぼす冬発主犯罪℃あるにーく工はまさしく 打 ι立除思」専ミ買

意争のメ了象?あ 0、2り01年:0片まいご仁う Lされた cn甲、除思」専1比環争

は、 0111::駁JJIこぽえi文された;rsになる。
そして今回の厳デ了 f土、:えの;:;街:こ~-rj'けて巡の巳れた l日へ前 1 段階

(2001年4Rから 5月i では、引き続き「打上長除忍」専J言、阪苧そ絞り

げる Y 口]fl寸に、尉子J主治闘手を 7呈やかになィ動-，る円された。第究段階

(2001 fp: 6凡から2ω2.iP.o月}では、 'd判的l二:1，)ヰ「崇早攻1"1手なら

びに孟λ暴力事犯お」ぴ多づき8の対 t'ú::侵'ど事犯など、 :2)燦免税!・銃-6~kZ.

均ji'J 、行場経済f~下のJて舌 規範化のui引に積極均lこ));幸人h、金娘、

税1):およ 7フ、貿易立どの鉛i戒の半毛沢勾~rへの打主主を草点とし、続7斉7伝説」に

打撃をl唱えるこいそ.，つの戦線を jl~長持するとされたっ治 3 ↓タ F~f (20U2-~ì 

7 ri から 2002午 ~c) では、治安日~~兄手(;;':1~く調書仁、?引会会7治t打7安の正占ド

お j上、ιび〈{治f作?γd勾必がノ依点然としてi"Tゐ寸主地血ι片域在を7交と見し、 さC:dャ設すi繋Jfi行動を展開
したU

長後に、'+ri主|日二lt ーと学~~~~闘争，[，に 01イふ絞11 が殺到された瑚山につ v ドご、

叡仁Jと(円国社会料千トコfrF究_Rノ}はグくのJうじ指摘する 「ぞき3支部は昨年、

11黒'":悪しつ存ご員闘争をIjっており、 12月末の治官会議の徒、ユれが大土地

慢なfi!jJ了¥と変わった， 1)1'主主Jがあるど知っていれば、従らは打黒ぬ悪の

/l 白署i夕、 刑事政策的権))分布 i，1↓10j:ri法大iγ1['1抗什、 ?u似合) 10GBハ

'-，，;:イヘ古編写紅「反対 rêl争 '11: 会~，'-Î安竹 γ1'，説的"日)七中央党十支出 hÜtJ 、 2印)]年 1

:)2_~η 

山 わjヨ主役 有組減W~!↓!研ヲぃ〔第 l ::'2::)"， (:[1同;;、市J!-f'rKiZ~-十、 S:X;2 守宅! JGl頁ハ

二日社57(日46J 2D99 L"6J 
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て下日開 l';-~' ーする正、安治￡なかヮた。 qi:!(らも ?っν、て l土L、ぴ)<事(時治γごき

ていなか 3たこ戸、う c ~P了、石五庄で :~T~-."ベな爆波手jlがおこり、 1↓i央指

専部の，主主企"間起し、大規模な会議(今岡付会治安:汗到l会設やおす)が

開催され、すれこの大別棋なぎ安打を1-J'-~ j犬 と I心不庄の悪日な爆

破宇fltとは、 3月16r":こ新知起が建物イ棟に爆発物を吐掛けjヒg10自名、

負傷者おうぺ c:!:~h ~ -，;1こ'"，"1'，11をぷ大 といわれる手ftである lおJ)。つまり、

rc々 は京打千行う予定はなかったが、 1， で建国後最たの%t.仮事件が

起き、中央指淳書ìv)i~ミ立を喚起 Lたため、。 1 千下両追わっ"Tj われ丈 1 いうの

ごある J

:') .L}:.(れば、 8:.31:"-}.殺打;こ涼して半、 l て下 j 事件、川イジヤソケ、 菜

)J隊」といった大事件が、また96年敢27l二位(しても全国人大計

者会副委員長の殺中事1'1や北尽?の銀行強慌といっ丈大事れが生じてい

る。人々を反感さ tゐ苧1i-(J)後;二段ナrí~まqi打 h'Z ~-、るのである)

な三このタイミングで絞:fT1F活動~.iしるのかにて)¥.i'，ては、c7!Hがム配

の正、'1牲とい弓見地からまLく持摘する{臼く、 F イデオロギ 百におν、て、

1949'1にr-t-r幸人民共州当が成立しぐから、 J北j京社会OJ建設はr:-l国人の肘

守防q~i動となり、半世紀にわたる '~'iえを従て、 0<1í i翠社会は支配 f デオロ

ギv の「巾下

勺十性土の i湖L原宇の;びノt ζ つとな J ており、執JF2 覚、lEZ持、同家~d::人氏キ 2早き純潔

社会をれち立てることに工;守山らoノ交自己のι当性を獲得し、人民も純潔

社会を民政党、政!台、主i家のt\主J をえ干而するメルウ '7~ ルこして L-，る)

こうした決況の Tで 刑事事円台司キJが1-¥1[/、人民円安，1"、;惑が{iklす

れば、純潔+1 会の続~';は衝撃を乏 !t 、半大政党、政府、 Irl家の I[ 、l引生が動

指する υ 事べrtf:、政川、医家はこのとき、イデオロギーFiで刑事事件発

刊卒ω l'昇、 j人、斗i氏¥;(の7η)~!支主託(，[

い戸これらの τ とを出 ~t口とすると、我々は、厳守了とは朝政党、止守、

1-1'1本語、現実状況の変iU応じ.'CfJう，1、iiじっ努jJでめると豆ることがで

l 陥11)-良・ 1;;"話代(引)20D只 ([j，新久12f l駁1I的刑事政策」に汁するti?:;

j 丈のコえ〆ト J

;;8' !X，草 1<刻於¥it-辺司法制造、売買、運輸治支、列車、爆咋拘宇刑事交1'1 只
体rl~;J~弘法律 ~-;l; : 問題的併有心的巡1祥三チ沼山 J公検法弊誌H11山 eOOl午7叫10，1R. ': 

1271 ー ~.Û、 7:6 全日(;)29悦3
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きる v この点を見なければ、 rN:tjT(})役?刊が次の口にあるこシ治宝うよからな

t '0 ずなわ九、高対ずにより、は政党、政府、白身がなお人~-(ジ〕代

表じもると T殺することができ、また厳守Ti、より執政党、政府、同家は

fうみよ7ア依然と L て人えを導いて中'Ëi~ijcl 会を建設 L ているのだ;.. ---;-:張?る

こζ治まできる、〉し 1うことである}またこうしたことを見なけオI~(X、問主

}Iにおい亡、 fpl，'土イデオu干 の~r.t.、]ごあゐ大泉を対象としご、世論

菩形式し、全人民を動員一fゐのか芽迂解できない J ここでは、段打はあ

から主まなイデゾワギ-{三惜の造兵であり、執政党(土絞れにぶり人民の

支持をぷめている 1県 ~----;-i' ~-l (J、竜丸孜氏、政川、出家にとってl士、

の民間口%が勝利を古川ずるのであるつ執政党、政府、デ晴司叶，家呑ぷ乙の正当'1'吋iを

守ることとi比七べて、 J犯E罪への打斗幣?円[お;け7る草尉可

は裏i:【乏互に高副Ij次自的包&もの一?である f叩》につまり、引;iz厳子jを通じと「純}若

干士会Jをi巴Rずる(としう法院を司、引ことによれ I人民的支持

j主しとい〆このであり、私tni二t=則的な7日記事PII効買としかなくとも

参照1、そ，1は Jitつな意味Lか持たない、というのであるに

(3. -'1 

ころしたヂ1110ワ議論に拠れば、紙十jが人々を長J!!&~ .-{ナるた事flの絞に

す色白JされたことがJI:t!併できょうしすなわち、大衆に治安の'E'イロを(円象づ

ける人事;'1が先立村し(よ、政協t?と走者:ム人求がそ;(L多党と政1;丁の氏イlと
与える、と訟ぶしている ¥Gn; つまり、政築沢山者にとっては、大づ{牛

の発生はその jr~~'C{;-r)1三当性の危戒をJ立IIIするの1ーある α そこで、正当怖

を日夜するここが政策決山者にとって死治問鎚こなる U 殺すr:よそのため
のfだとなのとある 'n~

寺川 とす有厳守5'{研究に l'l~j回明乱:;[::<J ー l'二市lポ U~í主~;t~(l l)パ年 2 も;j ;-¥ '.[;:1' 

川 l このこと以、{有ム回保を|えりなければ「党および政治の央政」と 3れると

し、う認論、およ ()~'0;;年取~T:二際 \-;-s心、平が示 L ト「州J づ=f.'.!I判、:2;1!~ポドが大

I:Ifr¥にす皆え，'rおり、こう:.!-ニ状ん♂ごはん1'，、をf手ら1し仕し、と t、う lーと 1:.J と1、与量E

I訟など口ら読み絞れよろ 1それぞれ怒真r-jsj1丹主主主崎両相会i{;'t:1自殺山玄民 J立;

デ、 2 約丘、到信LZ:“絞+1 杭是与E主 主:小、1'!I-，1:よ刈 ι絞れ

検察イ|鑑iJ992) 2夫人

{引 居間乙、岡限定え，;リ間年{厳守了 11ヲfi'l府ワJぇ刀、 l 半龍三編「判中国法制建

設日七凹結与反乱(!-f-l凶A十二7手!<i:I-U慌初、引00"イj凡打日も83{I')最引につ、

』事件は士["'1人)::/:i)司会治安問黒竜に士すすふえにほ令引会記二二 かなりの粍l長

二日社57(日 4SD)2D97 1"只1
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4.3凶2 法的対応

黒社会的組織に関連ずる rjpを定めるのは、刑法29;長lJ白である川 C

同尽規定l手話、のとおりずあゐペ

「黒jJ、'(::jillその他くり子段をもりで、剥Hj:;US~:~j主伝または犯罪活動を

行い、覇をivHiえ、悪事を働き、勢力を頼んでん収をH!:L、もしくは殺

宵仁、主計斉;とたば f十ま?のfLN;秩)7:{l: 著しく活 Jす黒忙会:均約~~を foA殺し、

指導し、またはこれ; :多方1ftたLは、 3年以uo年以|、の百対i
懲役に処する乙のi止の参加害は、九年J'A1、の白期懲役、抗役、守却jま

たは孜前(1'0権利の*11奪に処4る

司 Yþ{は会的革l総指・ t~~斗・雪山ヨr と L千 (;t"れておいぷ3' 、同 fiì可 IJ 、

「暴力、脅iヨその他の千ι:をもって、緋織的に違法または犯罪ifr:llfJをじ
い ー」という同社会的組織を「組総寸る、 '4三J立する行為 おぷ
びこれに l多加寸る行為 lを処罰するものである v では!りもって l亘社

会除制ム織 と泌定 tるのかといろと、本条治i巳はよく句、からないc

Lかも、)刊法2G条じはjh犯の特殊)1三官Jとして:3人灯、 でJl同で犯罪

を丸刈する丈めにやy成 3 れた比較的~)-主主 j したね与r池 0~tJ 条ソ J良川 j

とえ義され之 'jQJFt長寸;J が~~~ぅ'L されて1. 'る。そこで、 Mをもって

集毘の73民形であるf-l干l会的組織を「47主寸るのかは、%務にとって切 J長

な問題とな 6:(;:': こうし ;土、午さにとってはまさし腕の見ゼ l斤

Lお1" -亡、~，\T:HTJJ 政ゴ?いつ ~}J;!告を jl~ しと」と括和:; -)るU

七千 以 i、に村~I>;'す .Z) :1':'罪の μ 民解釈およ D'jL訳出寺和，~ (.ン-，し A での消 h~l_; 手?として

は、千l'Hi:夫 II:iqPJμ、における 男社会注質討議;の認定主宰問題， Ji以口、

三三泌を:)¥j (:!()c日年i i長Jj下のある

付民向まえ「刑ンム 1 施行;おけ，{):)i-'::h確定~，: 1-!4Jする対定J tJ997er-l己目つ i)「

出犯罪忠臣 j 概今円イトIII~元IJ;)パーも 11[たされてい七が これに問するた義

期J万三はなかったc

!日 j ただし、黒木|主的組織を荘L惜し、 tBj芹し、またはこれに参加することに。什

て行った犯罪については、イ斗f干罪とされ、その役引にl乙|二、犯罪集;.;，に胡すゐ

処罰対L定プJ適応される(早社会的軒続IJ織園行専 E 参りll;!l!，i.よ五芸的共犯である

ため、庁、震については Jl犯の特殊形態である犯罪器国的規J万三は副司き1しない

;1t乗ι・口l巾1当日 (16)つ1c tt 1d' ，~f:んすなわ丹、 2引条 3mi土: HijとJtlク)弄をp;ー
かっ叩:ぴ;38~jþf J治会1f ~_!た7;'はむj"- ~j-;j'þ (iコm定に !I{ らし と処罰する」と、ま

た後述寸る最高裁川L鮪I"tr-:5条 1明は、 r!":E相会的組織を組織し、指導し、ま

l2~J J ー ~.Û、 7: 抗生;;8) 三江市1
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であれ、 J卜長々な主張が綾 1)広げられたd その主右了"主のヴシつは、当家

勤務人只 l、け本0) 1 公務只 l にネ日斗 Tる)と~H'~若し、それにj 防止を保議

九せてL、ること(いわゆる[保iL傘以「、「役ろ清ーと日子ぷ)す

十|会出j剥if:j:;tJ認定の守要件とするか台かであ"，'I二例

7二;よごれに参加 J もかつ、 ft:}.o)grJ山 Jおを1ハた者は、294条パムタ況だにIZづ主、
任175I1rj組定に四ιしと処罰1る 忠A十台的組織の羽織伍ま J九(土折半手省は、そ
の温織し、ま丈!三指存し大，，"，，スァ ;_~Ih組織がj~ ~f 全 fの犯行:こf:q0)し

る，3'社会的主[紋Cr)芯耳11布につ v ては、それが予言力lしな犯罪l照らしてψとご:す

る と B，~主ずるこ時小されていないが、彼1:í- は I lc!'or長卜JIを刊同誌し、またはJ円
以する i~~~n については、土長J寸が331Jた令 c 0)犯罪iJ九に町内りして住吉すする-

I3項所ノ三JJ外的平12"ついては、 をれ子参加し、まとは綿織し、もしくはお
虚し h全ての j~;;;五 i k i〕処罰 tふ(1:(1完〉、 4J.Þ[)を治市 Jーるこしを ~:~~:'9 ゐ

1，1，1¥持主続可中*人又共有 l回fJj;ムュ(中回i主，:J[1;版紅、 ;ZO()2守j1123主;之、傍イ7
t[)の処罰方法を l川rJ松山の :~"'l 度 lh~r~二 lこ依拠た) J ものとする実際の裁

判例としえは、 i刊え;ニ「張呉羽秘、領主主相会升質組織宗 主主l会性質

的矧織?出土，j:'f'技rc::-ljr，t(IY~~i呈 J '平人民共 ~D阿片品人民法陀同事審判治 区 半

1活 !l1j'Ji審判案例巴 ;Ú;f:十 I:b 収社、 ;?'i山2笠 49:~頁ぷ f 、「湯注偉寺人組紋、

鉄導、 ?i)j;~引 ~~':~i 恒常?織:ォミ 司M哉、領土手、*~?!JII~t::~tLî当机椛界;j:'J己主疋 j

!反耕~\ j制 1:'1-;"えiY:1詳ヲf審許 議111ごとJt税片辺 いl'司検寄雲市岡村、 2C恥

年) 1 iO.t'tJ:!， :'があるに
なお、宇野1日大l二、「 折合J兆 i: 集問と認定されれば、 ~IJU、 ;~):";(í 全のう~~.i:集

己主に陀ずる規疋i;三主「甘され、黒E'i~ ，[!: '_ 'g{'組以と;忍疋さ丸紅;よ、刑法第'}則条が

直射される J とする (HíJt~H: (6ワ) 1 凡\これが、黒相会的~，~t織の組織・指導・

参加h おのみならず、これらのわ為士主じ ζ-1f ':J た刻印犯J~ .:問えは殺人、;基

完など，ごついてもお条が迎;:Hさヌ?ないもすなわち25条と29ι争が干n"排他的
に;!li，:府さ札ゐご v う意味であるならば、この理解(l土疑:riJがあるの

ゆ 'f~る盾 を黒社会首位紋の't:fl と F るもの〆しては、 if~ I';'，jれヱ雨 I黒社

会dJ!.:_Wi:チ対策、 (詳衆日円版村、 iELU7年 ) fJ 2~ 日円、|地刊どさ木綿 l 新::~Tf:ず渋比較

研究 )廷・ l主 立(ヰiU人民公安j、学出版百一 1998年， :-)出子{なとがあ)，)、

そうでないものにして:土、点出f{!Jヰミ禰「刑法手{伶訂版)J' ド|吋政氏大子日It元

f、100'7午) 7Cゆ頁、全何人ノ\ロ ì~i"~ ;-J、市j 仁十í<z:~民会)IW、五町吊1H~;.t (，19) 119 

'，1川良、半淳・上l苅 Pl 主編 1 コ匝制法修副均布fi3 与 ll~l崩戸芋n\版社、 1998

す)2宗6凡がある。 i主2者はIiJ法呉改{亡fト業をf日った全I杉山、大常委会法制工作

委員会}円以乞;、(J)スタ Jブじよるものであり、 U:1'l:r-問0-;， 'f鳩か以r!)~lマいるも

のと与えられる p

二日社57(日4Sl) 2D9S l30J 
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そこでまず、 IjJ烹除患 で宇ぶ悶l"の開始lこL7わぜて、景品法がI;JU、

群釈を，~H し、この r4] i~:皇内決ノ昔を|ス!った c ;0，(1芯絞 l主社会的組織犯町一事件

の寧 J~(，、おける法律の兵体的運用の者三の i旬記 lニ閃する解釈J(:ZOl同年12

耳パ H採択、 :nJ月IOH1JfIT1:) がそれpである c 本Ni?以:芳一JZ、CI黒社会的
組織1 ¥よ、Jt;.，:m ::_して功、の要件:ニ烹当〕なければならなし、 l〉し、 1ザ
から -1号までに 1 c のうd乍を与ifたコそして 3 号で、 I--~有路、主(iU など

の手段;よ :'1、問主勤務人員を詑引し、または減退し七出社会的制紘の

活動に参加させ、またはこれにィ、;J、と11L誌を提供させたこl と定め、後
ろj己lを事'itのひとつとした J な手入 11示日 IJ とし ~l J 般;と規定さZし

ているが、最高裁にと，-)てその I~;:I'~~( 王、 決してこ主主的副総の認定に

応、して、いず丸かの要件存欠いたとしても刑事l会的締結i犯罪と認定でき

ると v、うことを克味Lているの?は心:く、 4つの安fIのうちある要1'11土

県立;!r~0ではないとか、万lj(/)行為方式でJJ!れ1しるかもしれな v、といつこ

とをおしているということらしいへつまり、 1--)宇ろ活 は必約要件

なのであるυ

こつした本;:Tl()、続析を起三社志iJ、 i') 、守本会凶~"也絞0)

lι件 Jこっ L、てさらに段1{~~ な角f(_釈を採って1. 'るが、これはまさしく

7E原則の人権法院の基本的治神;ニl海{r"tるとい人べ主ヴあろう 'S。と人

権限障の見地から高く許lilli-jωι

しかして、最高裁が 11去のJ重 を安門:した二七朕U:、ど与やらそこに

はなかったようである。こ ν、λのは、長j'z;;J主1[l1'1T裁判j治11王が200l1f12

ノj2u口から22臼lかけて原信じた日中|会的判紘5J!1l=t打シンポジウムい
おいて、次グ〉土弓な意見が多数意見となった J すなわち、思計会的刺殺

が::つの要件に議当しなければなら右いことを強調する正r山:上、半に黒
社会 l'lj~Ri故メンパ が従事した土q芋(;(;iRJj'行43に厳しく打撃を加えゐた

めだけではなく、より主な程rI11主、 担任会的組織ffυの基盤キ摂牛か

ら取り除くえめである~'-また、「後人屑」要件を開持しでも、 裁判所

が具体的事1ln零珂において黒社主的組織メンバーを弔きに従って処罰

ゆ7 隙"-1f~ 半三:t育熊J5~司「;rk;主$社会十 :8担行vm罪 j 向英崎掲äl. て~~\

27H=r υ 'jf~~N~土佐 l司裁刑事 i 延致活長の乎武自であるー

{お組主志回有将司はお)'/1買口

l:ul ー ~.Û、 7:6 全日目 )'!9D~
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万るこ)を妨:-t'ない、 JEl了が慌めてCIi々し， 'Jロ :Jtt 苫はまだ、悶 Hミする ~m

訟で死刑判決を卜され得るし、よって「段11，.限予の打撃}Jに影響ナる

はずはなし川、とわつま打、 i主λ屑」要イヰキカ11去ることにより、 1を

ろ盾J Iこな，.~にいる腐敗 Lた官僚をtR り内壬ろと L たのであり ;"11 、ま

たそのんめに本')'1'が認定できなくても、単社会的組織のfTI心メンパーに

ついては、 ít~の 11寸ご死刑を干i-t ことがとみるため、政)J にはぇ殺をオミさ

ないと !l:~ 明í l たのであるぐ後苫;っし=ては、 ~94-* 1 .!頁ノアl沼わ内るケー

スにおいて、市社会的組絞の Lドv メンパ-，上26粂 3 、 ~1 s.w (木解釈3条
1 =:ftJにより、ての組織・指寸手した全てにぜ心、-;:'-;11雫責任を間われ

るため、死刑に処す三とは -IIJ 目立である J:，~j合が多いとい与二こである。し

かも、 294条:項の気高1刊は懲役()年ごあ。ため、 liJ紅会的和織のヤ心

メンパー:こ対する処罰結来:土交わら心:い均台がt:;~んとある 1 排i31J され

るけししたiJまって、 r:-j七、メンハ をとYしだlf くlできるかと v、ぅ

占に限っていえば、実訴はない(この司に実訴があるのは、 26条に 4

哀の適用がない多加者である)

ころして最高品とが 1i支λ!雲J を嬰Yi:;~した市11f社、 Ji務におい、 l正、 T?

察ヤ検察が主弘司会l10j併をと判断した下件が、、11己点紫1'1'を欠くことを環日

に、必判所により主社会的私織とrUE定きれなし、と ν寸司王主主が丘じたっそ

の典型倒(j"深刻 r+-iの李成禄・楊旭勇骨リ グ とすω犯罪集1'11n'F '~èで

メ '，1\11 会件費経卒~t犯罪問忠明，.t会三町浜辺 f村民 首長，;ì:l~.【辺) 2'i9 t司、 r-t0. 

朴た吐民組織ð2説内也司i~す会結述 n事!r，ぢ主;:42οGUll十¥1121(1--'2~ 1 ~。なお
依ず:ぶると、~~ムンニボン{ブムグ}名吟h 工 ;";15(1) ，'Jj・巾級裁判:')Iが民社会問

犯罪事汁を爪r.:;;tする際の問題に|有するシ j:t'ジウム j である J

い このよとは l ノL、し干問ひまがかかみても市村会↑キヨ組織と“保議傘"を阿

時にたたく刀、それとも手間ひまのかかる‘保護傘，. Jがとはあきらめア，~~-~→会

t;:H紺織奇短期間にできる犬、打数多く/'/くか、 ιいう窪択宇野.fjif-i国汗
lぽ) l~支JL おいて、或古裁が百:I7i'を選ん H ことを:弘司~:9;[; 
川市lj主ω条lJ完{土 jí~斗~の処罰ん法について、次めよろに定める υ

r- -r山J'，--~:~-ì度前に 人が糸惜の!巳をil!したJ益出;z、必1ドJぉ。 UJr[ア}すl懲役を，--.い
波寸とe;{r 1;主き、可 IJ 閉山総判刀、|\才女仰の別(})中でi昔前， (7)問苅 ).:1、 t.("~ おいて、

tムκを問@0L 1):，1子TるPJ拐を決定ずるか、1.d，~/、管制[よ段付でゴイ1ーを越えて:ニ

ならず、拘投は民高"p lEを越えてはならず、当別懲役 ~J 長文で;_~(ì年を主主えて

はならない l

二日社57(日 4S:J)2D9:l 132J 
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ある v 当王者犯 :Jt~集凶 l土会吐を設立し、それを活れ設;して一枚 I;i!てをだと

IJ1..1したり、 さらには何度も告さ察を襲った打、交通察 bーを民:)1叫んでF立

打たりし亡いたペ本件 1'存の紙湖:x:裁判所は、 2001立 9n::HI:こ当Ii止

をト L、手等 (.:'m，"Ì'-f 会的組織組織・投与・参:J};J罪をすJと ~， r_'() ところが、

ー」戸!日注解、問下j主伐の|可イ 12月]'i日、 フ手~Û)~票力11" ，内法!上、 l 依ろ盾 l

を欠くとし 亡、f7j;Jf，~ /なか勺たのである m コそして、イ可采

松のィド-~I-; よゐと、このよう( 「俊ろ J戸」要件を欠くためl同岸ヂ認定

きれないウースは どの上うに骨肉したカ(土小~;月であるが 4二件、

の:分の lほとあるという ， 

そこで没品ド;j;i200l{-t-.ll灯、金「可人大庁J委会に才くのように;せ(主し、 if 

法解釈に上り警察お上ぴ検察と書記+UIjiのli"ノ択のヌ、 τ丈を解決するよう求

めたn すなわち、最高裁のロ111治手釈は「刑法291 を超えて三社

会的*c織の認7Tについt安f円を加えたv この 4J~<tのうちの斜 3 安 1~( す

なわ-~ 1--1:をろ尉 l変1l)の))1定:止、刑法29.1条のよ見t'公的組織にて川、て

の規疋のlfJWを宍般してお叫んこのため「君主打 l 終‘“ωP

i巾l'σの〉T常号刊干紅ム5会:立主灼，ヲ'J!組i也H絞1犯u山苦採巳宇fれをiぶこ従い;追阜/及よ「きな〈なり、 打撃力ィ、IIを
tsいている '7 、と己つまり、、'i説、刑法問釈以最高裁のf{il討をほえてお

り、そのと叫に文務において20~条 I 反が適用され F、打三霊力小起に陥う

ているとい与のでめるu

これを受けて全凶人大常会会[土、 2002ノr4けお日、川市IJlJ-;~ 29"1粂1

攻に問する解釈 l を採択し、この問題に決指をつけ /~Ü す 7，j~ わち、黒司

会的組織の要1'1のひとつとして、「述1士もしくは犯罪活動守三垣見仁、主

たは I;I'~ぇ勤務人口の庇誌も L くは放任を利;iJずることを Jrn じて、取を唱

え、 定地政内もしくは 定業界何におし 1て、ボィj、な支配も〕く L工メき

二子千吾氏|永田 4十jV 注モ;洞織;n的，'ot、遺，;~さ J+ァ会科学家~(l():イ1 1期 :C¥KJ)

市頁 このほかの紋子d刊とし亡、「思j拓銀等組織、日J拝、多方:;単社会性百組緑、

強迫交易、日じ士事)';f、、放口雨戸、!，-j~ 峠滋半、予r，:#:闘|侵守宅 j 到来J主広iγ ，，'，;; . ;:;:;巨

人}元大"云J子::;:;i:締 '1':η|苔:'iTA毛利要覧 2002/f!III'I"審↑サ仇例止 ]Ir:f']人民大

三三山，flk在、 200;-i年1::i~二，，!，!，lj，Tがあ五

':，' il業法行illぶ十日正~ 227白一

7イノ貫太三「全国人大市委公院tF~' と:三Hi'_c性白的J脳波!判明ls用公;X 町何人伎

町的止ま解釈治介J人民松ヲ2002年7j羽己主に

1331 ー ~.Û、 7:6.~;;4)'!9D2
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な~;う響力三:形成 L 、是正治的・社二?と活 ff!0秋庁:を FÞ 々しく乱すこと J ( 4 

を士見定L、 {走ろ屑 l を必 ~J:t 世 f午で b立なく滋tcc:l甘 ~:fτ としたのであった。

こうして、最高裁の現定的な解釈は、 Lf-l.付会的組織事件の刑事p:1-rや
退投できないと ρ う理由かり覆さ九たのでみる。がも、先i主のように

雫社会的組織内rj-l心メンハーにつしhては29'i矢1J¥iをi菌[-1-1寸る夫授がも

1 、ここが多 1 、ため、ここで処罰 LJ うこしている ωl土、 ~6粂 3 、 1 Ti!を

Ad用できない、 Lたカまって回記会;1守*fli誌の巾'L'~はいない苫なのであろ

うJ ここでは、ぷり多くの斉を、できるナげ1Il:く処罰し上うとする後祭

グ〉、 ま/::.全面人大7;i委;?の乾、図を読み取ることかできょっ、

4.3.3 01年厳守丁の現象

中[司法学会内法学研究会の下皮大会 Ci土、 2001年および200日下l二紙引

を大会テ マのひと J 乞 L/二 7ノそれまで'文務不をq-I'l、;二議論されて

きた本テ マは、現存では刑事出学界の 大論点となってしミるへこう ι
た中、学子?で党去されてし』る詩論U二おいてtl¥j:主さわている厳打目;(生

じ穴現象は多岐にわたるが、ここ¥"も法制Jのあり方にfec凸を当て ι見て

いくこ以 l、で l士、聞に~~じた現象を裁判のあれ hに il:ltii関わ心もの

とそうずないものと;こ句、け、 i記者からはごいくことにずる。

1] ， 誌のj['j単

01 二jjJ)指おを-Mっとのは、やは，')，完;ーであったっおj~ え:よ、福建笠で

は「アづ央 官党委員会ァア厳宇了~i，}治的守1 の民間という正要た政7iミ ;:-J(定. ft 

をfi-，たf豆、制述15警官等，I"((i:liJよ記長只会の統 的指導の|¥込、主
にiiiin活動に投入3れ、 乏の成果を挙】Yた どとし 1 う υ また、北京 d~

I;;j裁も、 :;l'，;:~-(市党妥口会こぶ ltj 裁の治及。j 卜、裁判!日動1:l'うようにi百l

'11 各級政相1~~Tt、指示した山そして、党グ〉十11i軍は「次と定時(乍l伐 μ 実」

:iTiJiJ、午文民 ~2001;' 、 J~IIU、デ士気\:2003) .JIつ

7寸

字以玄 1-' tLl:辺~'厳fJ"作閥吋[一首i 中，:;1刑事法雄，Lzuc2iS 2財郎民戸
北日市点殺人民Nぷ兄:-Aj於北JjL市討、民間反“!ii5;行"宇治問中的意凡
(三(川i年4月LFI! じ京i11高級人民法陀縞「向ぶ法院山本'}."'1:主設士見主し

否権H\ ，~社、 2002':i'-) ;j引--< 9~，只{

二日社57(日4S3)2D9l 

(実l1 fi~

1341 



にととまよ3ず、共休的右宇子l'il'l )型への拍ノJ、もある兵 (こ

は絞述(s)で合同事件処理が{_--:われたことを見る， c 

(2'1 大尽の動.:l

。
}附，，'じ

?こ〆)v、ーピ

ii:l当省でlよぺ~完さの合計fHおよび 郊の式会以外にも、 ~2~$a UfU碁)

時事処・ 1打委公・村安二?の幹部J;;:!}'l己兵、防-m協力者が動C:lZ:> iし
たという，'"まに、日liiI寄金ネ [Jでは 3h人近い/、衆が騎打のF羊タ111

組織の 員として、または自治的に参加し、被疑苫検挙に協力し丈とい

っ川口以上r))fY1;0りJ;;すように、 υ:年以打においても、人一5/ftが枚挙i-e肋

[二動員されたが、 2でもtヨす匂 3〆たように、

は以少している感はず7めない J

としてはこうした王見象

また、お古?の)N:絡め?と':-Ji;については、 FドヰJ:I'r当(土厳!J宇治の第 L没|者

にお ν、て、省全イi、てい+06万へのたytb]:i勾当f. fUik公開大会;こ参加Lたが、

大主的白→絞捕まえて、警察に連行[た被疑者はわずか8S3へであり、大

衆が電:Jパョi吉一室付出ltした犯罪枚挙"認知のための千がかりはわ jか

6n'l3f;てあっ允一他方、 198いの J厳tL第1税:役壬与治向[¥粍r党《期問にズおjい

冗 1川[1í泊h におし ι て六ヰ掠猿;と;が主讐主察に仲行し/たこ斗J注i正王 t法j土、j千行丁芯‘ ð[~Fす l土 5己10人であ

り、犯罪者の検挙・認知につながる資料 千がかり iユ21，6hfiIL，あう

たJ日というwuがえられゐ、幻年{設すj矧におげる大衆のf，tfI参加の積極

限と、 01 1 説け]期におけるそれ t を?とべる t 、|以;止の re!iがあるこ{_~ (;.t討

めないコ

ごうじたんすRの隔て才了削れを反映ぃ、培法行為・犯罪幸子i針投じ

た詰lャメすして報奨金か支給するtE蛍も採られた。例えば、主主奈川が 1只

22一:ニ1trL t:.; c五んru事 J:~Jì:J:活動に法にも工い 1;':えしく打撃を加える注件~，'~ ， 

7示、例え l工、 'Jb昨日}訴「反忠万七 u-~ >O:î\~JT" )j:n 続投?十会長市、夕、dム」鉄道雪白肖
等有利学校学報タuw午ぇ却-l (c¥f": jノ 百三~!J、党およびtx;付が裁ミドー杭呆につ v

て1/(;:----、指フドを lす lーと(工、 これまでのづ前ナ』におし ιて暴露されたわり

あν主主涜Ifeとど判託?ある J と信仰する。
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コ泊干守 lシ「い了ぶ、てや{玉、具体的余anを定めていないが、
を与えるこずる c また、 LU 束省寺市~;'r，察局

t高川 )j~局 l正、爆発物;、汚すゐ j主i士行為. J日光司 1 ~、それ;よ ~'1i'li安

空以Mマトされ丈場介、 1 ，ZJ (ワ2:300TC- 1]出 ilTl JSJJサ、ええらtL犬:lf~'-'~(ま 1

ちにつき ω日冗、調査:にょっ爆発物的販売7Gであ〉た 1) 、爆発l1ij~~法1肱

設であったりした場合 Jム 1∞o元の報:~訟を与えるとした出。湖北宵

でも鋭治弾薬・惚発物犯罪;ついて警zz:情報をt%l!1した苫lだして、
!-jOOノじから ~-j )-j)じの報交金を !j-えるとし丈 1"4' 経済的インてンテイプを

守えることにより大衆をぬ民しょっ fこするのである J 大衆路線が大衆院

から崩れていっているというと三ろかっ

1，;-)1 ノルγの設定丞 Lj~ ~， 述話、現象

01 におl、てもノバ りlLl:，ぞれは =閉すfj，の過程に

おいて、 ノル才を 7きめ、注践を行い、~;1[!(打」の対象範1'11を勝手にyムげ、

f取すTJIの成果を測る:liよ準を r{¥iJ 八捕まえたが、とわだけ重ν叶民?を干

したカコ介する J:，8:)) i--:.のお摘が司、守主う;こ、三ヒにm 可で・倹?l?;こ対ヲるも

のと裁判所(こ対するものである{削)

そしと‘ノルマ争達成子るために、合ff 将[祭段階において事:'1の蒸

L-:tfb 1ーペコ述j:tflみがhわれた。例えぽ¥ ぁ。末端の主主主主'口Pは:;;'働矯I1

ノルマを1主成寸るために、管轄区句の治安処罰を受けたこ>があり、現

存iよォ トパ/修理 iを営んでいるむ営↑を代 λ芝読まえて労働矯 l に

j告。た、また、ある同境付近の右下:1，のぎぞ宵は、麻楽押収{量 r)ワノ lレ

人~~~i_U 版社、 2ω1 平，1 127c-1お白 なお、 83年戦止にま:;l"ても「王」事刊の

氏日ッJ に tすに 1 桜奨金がかけられ1 いた C:g-，7~ 1部小、y_llj.I:Qj-:]大出羽

!とれ 1文詩」争1:巳 l~)8:~年10月号 Sn)が、この時期のように、 j[手Rfに対する報
湾企支給措置が校↑どしごいfわLj ではなかノ l~' -1:っ「ある

以 c治11治探 ':i::ク J 有究挙事正人民公安幸.~ (CI)収UγダJ1年 5月51::1 
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以 j註12:. ~訓 $IJ美 l' 厳苦 J" 政0{!-) 了予ノヴ犯罪厳:fJ f'jl'1理論J子安努 2Gl --2:3;)良 J

ht;; 大;干市人民検察此の司惟ι ・宗江主伯も「人L~S'J ~，:主主 ~'IJ 死刑(/)ノルマ会12

める，きではな 1.-'.J ~_指摘する l 司区“前打 7
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マを達成できなv、ため、;正境で明菜を人 TLてノルマを漏た L 、ー、Lv
l
?
 

う157 ノルマi主況のため】、事件を蒸し返し、認を j三して将誌を人干

しているのである ο また、 党・政府桁導者が"厳t~J の以来キ誇示す

るために、~弘実を穎みずに 1)長三子5ZL まま仁ノ Jv-'? を課し、イ千務的負1じを主

くし、 5[!~}r の iMU を駁みヲに検苧汗数〉検苧制限を号車:lrHなく 7三め、 部

ジ)~μlれつ司法部汁 i止対おに追われ、??察)J の不足、卒f安♂){; 1車十十、京協

のu:-t.; 後れなとの;原区も方「わけ、す'-1+:1.主j旦 v おしに~~}~tl!-~手椛寺中将但し、

ひいては拷問に4る白門の強要、ミ止拠の遠征、収集を(Tってしとる 1ころも

ある J とし hう作摘もあるよ;こ従い草品 lこかつj兎やかに l のために

連法を的くとし寸 見パラドヰンカ Jレな現象が当乙ていゐ戸

1，4'1 公|封勾留大会 fl，決官白大会・公|剖処刑

中宅政Hi，q委員.rli1;任以;よ委長会書記の経幹l土4月1"円、 l 各地ヴ公

AJ勾i27 ・判決宣 lコ大会をできるだけ速やかに川起し、土11Jt\勢力の ðl:: 1í~台

寺公開で勾留 L 、下IJU~~--l すことによっ、君主打の気勢千 げ、民打率m
32予全体の{，去を三げなければならなL汀 r!<l ，: r. jl~6J、し t， 厳打開に半1J:九育

告大会に)Jを人礼るよう指小され之のは毎皮のことで(V-jるが、ここ工、u
E日午厳才了において元高検が祭 1: した公開勾恋人会 1;，緩や子j)~tiS'示している

ことキ看過Lではならない)ィーの背景には、大衆内政十i離れと L寸現状

を改善するために、煽動的iH:J守LZ;にJJを人れなければならないという

与えがある 1)-，:いあろう口実際に、 4月IIHには北京市、ー海市、;，'Ut省

、 j!1(丙宵ヲ奇安 dl 、，'J\屯ィ:l/Þ;ハ 7レピン 1I 、 ~ffJ育省鄭'i':fdJ で公慌勾切

大会77廿IわれたとL寸):'-

引 l 引j仁主 l内年綬宇] 何ピ;t!-']-;_，c;;:、」ヨ刑アjT-lfk 業-t~~;J，l 34:5fL 

|涼~-;:~良 I" ，~注 lê" '1'在日j"1子l&J"j事政治"威行'1'む，iJ、津守政策適用 氏rt:L
: è'~' ，巡件1士、在全Eこと安機陀 {打史民J思 i法院は7佐治胡?ト屯1~J;二訴会議卜的

IJf~~- (怖が )J 市民~ . ~üf!持il (5ヌ 151--i5?F!cなお、二?議の1: 時l主治討け [7P;

いよるU

)(.， :-Q.池公J甫公判 批i8ヨドうよチョ;:;t;i:;1jH -tlt 2¥)1)1-4三 IJi 12 Hにこのほか、2αJl

'1' 4ι15 :1には、市J;、市苦祭同プtY;û;:lT~空間公正勾何大会合唱f立 L 、 '~l 刊の被疑

討に勾告を且主 Lたとし iう {ι干T黒除悪"保ムド安 ι践干T"長治|持争系列

;芯?と ~人民: liR，つ001(1 " ) ) 1711)ーまた、旦玄i_:Q'i'チ子ハル I:Jでも、公
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また、公開処)1リも すなわち、 ク001-{T-'- l-f>~，王 JT，においてば、

回川おの人IIU8万余りの，~を業 JJ1 にお νミて死刑を されたJJjT者
は](1名会 i，~ J:去 i) 、わずか 2 、 3 ゥ汀と 10名余 :1 がj、渋の Inêip:公 R1~処刑i

され(た)c " と c まず\01年厳打開 ~:j在 jえの士月Ll H 、 E 一回省 i!:f 'K 市

でも、 l重火刑事1e坑{I二氏Lく打撃を加え、社会t古安icJciT:を-;-;-"る 1 隠

れ撃厳二f3R平行]戸、整;チI'(-十二n計五秩if'll、去を関係し、 871'1に勾Idf{l:宣

;ff L 、10名t:""":)しミて法nx:いタ七月Jを執行[た [flW、圭川?了死刑]とし).:)
これも[司会戸で行われたものl読める'()-'

二えに、三の時期の歳以'1)がどのようにr;:わオtたのかを見亡い二う c

1，;)1 裁判所に対寸るノルマと主主Tじの蒸〕必L

上の(:)':-c.府見たように、この時刻、社察にノルマアジ認され、まfそのた

めに事件を芳乏し沿し、己主的て労働矯正を叫すといッた事態がさじた。実

は、 01年君主打におい γも裁判l除、ノ Jl.".(が設されており、また少とよくと

も故i止ま「ぷ判の蒸し返しが行われて vザこしをノ'，-j記述がある f まず、

裁判所に付するノルマについては、 I の判決が)1'111中f干の70%以上

なければならな νリ、 毛布"撃の対象はは定甲jの門間戦以 tで判決を i、

さなけ礼ばならない】なとコ;iいろで河川かあるつお年f，Hr.Hn I 認され
たノノレマけ斗仁表域が)11 いりれており、珪:内らな VつJ坊を印象 5~Tるν

次に裁半1;:7)蒸し返しについては、 It五t市iS';裁が01守取れ開始直/き主力 4

ノ)11日に向dl各級依n刊;にlムJi l ご発した、 I_W，~て IUJ主斗弓i が示打 ~ 

争を展開すること↓問す心意見」叫が次のよう仁指っ、する U すなわ

ち、;区判決が法ノトfljに王しく、故事を終え1労i動改造機悶に移;乏しWIl
frLている受FIJ手tを改めて裁判すゐことを説けるよヘ:こ片言しなければ

主7うJ-;g大会・版物変換J、会がか|い|開催さ1， ~ /:ヲエいう 汗月一培爾[1-:" .，江~:>:.t丁 深

イ平人心 1 法制Ililt 円 !¥i1ノl己)]111)，

:':') 眼下手・需自忠良;-"J:ぷJ(' ，合理担制タヒWI的思考 I '，l1ih:.l/y'丈自主 (2001)l 462 

~ 

山 「各芯公J車公判J批犯~):分子 J • ~-(j 詰 i+ (岳山、

山，宅1前回 c，白最f了 此革(rJJ甲J河うる寸 1 '汁d法学〉ι集 Lワ(治lJ校7豆}
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ならなし 1 とハこれは裁判の烹 L :i~しを対 11-) ふ守の指小であるが、こ

7したj吉ノトがり1¥1t'HJに|涼してj;Gせら1したということば、 01ffJ政JHよ日;J

Gこお ，-c 例支;主的立犠打ベコ打ι!;J';A主:5ウ展開予;裁判グ)主主仁返しが行Jつ
れてvけこと、および01拝厳JJ :おいてもそれ主七われる 11:'詑牲がある

こζ をノJ、すものてあるとぎえられるハ

! f11 迅速化

。i年取干]においても「述べ寸斗こ」裁判をfjうために様々な倍Eが詩仁
らuた J それι:土、裁斗rhの雫前介入、:ttF~マ雫 fE処E甲、台 iロj宅 ít処7明、

Eして桜白人の弁設住のItlll:j{であゐ n

まに哉、+UIjiの事前介入Jついては次のような例がある 海南省高裁

は厳JJゾラ/を策定Lた役、「街ぴ〕会裁判所:よ厳わにおいて特別公こ〆

は科別に取りはからし、[私事特対l、重大宇ト件について l士宅前介入し

と再省の Jム下j所に指示したとしイ日また、市I~;'t主も重大事件に

ついて事前介入するよう指示した (_L~ι北京 jlT高裁の意見1 世田il訂

~tÞ:! '1 ~てもilí:ì，事灯、川ード々 スまたは干上三'~ú~-I;(;智内λ き v ￥事不|につ

いて泌やかに審理するためにポ川介人を1T'~.Jたという{似

次に、目白年敵手T(こ/)し、どは行われといたという fjJ1ほmのなかった共
H'TH等処理も、例年絞れにおいては千われていたI 例えif、凹J:le't、ごは
たの 3うのセクションからなる l特別ル ド1 l特叫ュ卓造]なるものが

設 1_6~0れたη すなわち、(1)犯JJE誌止じと凶「斗クシヨン〕主主一察l了iよ'iJ

r:r，-;説(公主)ーに検察 批判所のスタッ γがう君加する「44河家チーム」

を設世し、ハートケースをう子析し、 211抑訴訟浩，"混合主1イヒL、犯罪也、rC

の正確院を追求し、道切に処JIi1が行われるよう努めにじ必審ドム1';;，:クショ

ン。黒字十会的手日主同j悼の事件において:ム検察、裁判所とを宗とのi車慌

を強化し、 ，i1:干かじノサ資産査および裁判を行コだっ勾労tiilJJ.是正セクシーj

/。労依焔 11の子l支を十分:活)1)し、日悔や1区内ーなどで逃れ4うとしt_:

者を淡さなかった")，，1しこのうち、必およひγごlばJl司事坊氾瑚に設当す

訓 I 海市口 1;，;d:i!J;:;;既H!J索 「人t(i主犯報J2(点I{S:JJ 1οr 
「感州総n汁主主F十会完j栄 l 人 h~d、::i:，':'f{ 1 2~)Cl {;--lOJ-:f 2:3 [ !)，; 

，17 ) c ，打黒~~~、思 M;; iJf:f早勝 目i:1京日立符日iJ:iEi屯人民公安報 (C[) ，~:Ij) JJ 

う001イ11 ! J 9 11 c 
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るもの)考えハれる、

怯刀、台!日l事件処蕊{こdー)~-，ご i 止、 jt;t~l~ ((1. 2.:2参mりのように96Yj厳
打のl時点で「基ム的;、なくなった」とレ 2われ亡いだべだが、で引はマは

11 茶万三的仁」であ j 亡、 t:~0fQやしにされたわけではなく、 01年厳十J l p 

おいても行われていたυ このことは、ぐ申J 円割iJWj に掲市主主才~/:.一次fヲ

ョ己平均ミ町旬、している c すなわち、 占11'''弁凶ヰド市では|石i市党委J::tf刊号音吋

1，'警言語・十&祭・裁判所「3長」ダIJ内会議を招集L、 J;~:~.'ff.勢力 l- 悶する jJ

上ぴ量刑の恭子宇を主主ーした また、「事件処j明期却を知桁し、

n黙の効果を増強させるために、検察|完および裁判所はi};l，こ1ftぃ雫前介
入し、??察 e 作:察， tx~IJRí :¥終145の合同事件処却を実施したっ l'いのあ

る事イ牛仁ついては手'1.'品会議b招集して検討の|解決Lた、とにまた前

も警察・検~;'! .裁判所列席会議を制度イヒ L、厳tJ 中のd、仰向，~を

方向で解決寸ることとしたとい~'， ((，q' ニの ζ うに台|司事件処思が行わ

れたことは、 20Dけの_+1)T:法学会刑法学11)1究会イ1'，;え大会(10!]141怯jで

i.S・Mι府指導きによる兵休的守H十に<，Jすみ;甫:査掲示がfq仕立とるごってし 2

る地方もあり、 部の宇 fTc)*IJ?_えには~ fミ11Cl)，て!こ~J が人〉ているつま

た 1'8(法委lt会I がm;草して察・検察 裁判r什の剖'.ぺr1'f処I~ を 7丁つ

仁いる地方もあり、司法活動円体の法則に完令に進!干し亡おり、司法械

~I品j の村;可制約は1 っかりなくなっている J r:川 ，i 指摘されていぬこと

からも確認できる

月主役に、 1i'Eやかに i双子1，を千丁弓ために、。:守 i絞れにおいても絞告人

の弁護十撃がもIIj~ft 手引た J それは次のti'1梢からうかが去る c すなオ?九、

川;の:むんでは絞引羽l問中、 杭Ht所 i公室}j を設世し、警察・校単 e言文

半lj所・ il]i1、行政機関の b協調」が通乗::;...なる 方t、分業・制約が!分

に拍cJljされ Cおらず、はな;土だしえに引っとは I，I'J黒除.'lt，の平行のよ

うに、様々な円七五で弁註tの介入芽記絶してい之、J むと U

山 1--'縦十f'gをiむ附合同撃 l川l'市“三長 ~&f.席 f千七1拳 1 ;)、制i口主し 200よ存Z

SIJ14H 
附 '))/(，j了院治]手、勢HJr刊」 人氏公安市 (CD，~tCJ ，~ 2001 ::~-4ι2: ，] 

:11-"_' 宿泊回・前提注 9~~) 3叩頁}

iοょ劉1丈・内'1棋;'1 J'1211e， 

二日社57(日 441)2Dミ5 140J 
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17 )重訂it

1，5¥-r見/こように、 Ol に沿いても、 J0i:'IJF:守にだしてより重い刑罰

苦'1+'，J:うノルマがiRせ !-lj したり LiJ、し、.L~Ç~~'lニ;よるよろに、1) 1 主投打

仁お vミ、は、厳"刻と通常黒月の「主主 ldJ の ~'~7うさほど大きくなく、 f， G

{[~ iiî-t ~'J と I，{様、 s::l 1r ，l;':主 J] のそれと !ιべれば、んきな i柿たりがあるじ

ベサ 'It均 l こ Filると、守口o~{r;: R 11 Uの「厳，jJょ整yfr闘争材始後からこ伐)2
年 3月1011まで仁、 1 '品トの社会 ì;-r安 l 悶々 L き iiさを及ぼす l~岸'J1件を

21 ノワ ~-)O1 ;-:;?i、九日々:233人I以却し、 :8lコ、5721̂i、お勺8:iOI人について結審

しt:..c このよお珂において、判決;こJよいj効 lJí'J?:1二じた社会治'l;'~:こ由々 しき

flt'~' を比ぼ'j- J! o，F者はう十:;0ノJ.)~)9 ，'1人であり、そのうら 5 /rt以|の布期懲

役、臨尉懲役、記liJや青い渡された若々は:3J:TSGU 1人、総数の44.:2%であっ

た」い0:，'，〆いう n また、 20前i年4-riかユ，;-a]~天まーでに判決が発:めした治安事

犯の内、懲役5古川、ょの!日を F--lv 、泌された者。〕比半;止、 4~l. 1 %であ JたJ 九 υ

両手;はともに厳デ了刻間I_j_lの絞計であるが、以 hでは参考のたのに、 fji!

後数年のデータ在示そ行 J 表4-8 i土、 1999年fJAム200斗年までの各年にお

しぺ、半wとが発効した治安事犯じ小人J、 ひ:r以上の刑を口いはさオL1:-a:; 

の比率をまとめたものである川 (19981+ーの F タは管はに1えはないん

そして HJのデ タからは 厳打がす了fまった2001作いお，'て、懲役

U 年以!の川骨子守いtすされrぉ者の比率が :)IJ 主三よりも怪いという~]T-$;が ì J<'

I r!~; 安則一公 了下全i士深人荷主1 “厳ナ"や治制争市悦'~r-t.::-~_~_l 的 I非'd!;

抗ポ審判安官三()O九年 l輯5頁ム

:11:'ぷ 円支控午~，~~ (2('ハ2)J 145白3

"川 子札子れ口、宮庁t~~ (2UCり)122-8:、 IU、往年部ii2肌il) b~) 司、!司 、'IJ、

f主年採(~(問、 JI 142 司、~i1、伴年H~: (2l訓告】 1191:1 IFh~、 f半年31:: 三川リ，1 14KM 

なお、 ここで可d久事犯c 重fι 占汁 f~{丈 1:/~0ZJ刑事実行] ど2えれ勺いる犯:;1-'"泊三

只休日引{りであるかは明示さ1していないが、その!へとf(.圭いはないと思ゎ丸るl

Jj:二、ワ仁川刊の'y. j ~ケコし '-(1:士、 It'<入、強盗、仏系、銃存|喝;illなどの公共の

安全釘よぴ'1J会iu'，タに位三委危害を及ぼす m以宇件 のものじあh、 社会tt:/:こ
よl 々しき危古手 ii~:l-~士川事事ヂ なしコしは 主大刑事犯罪事i'IJこは表校が呉

なるが、 2002イふに f二われた1弘司裁活動 i月告では「藍 JcnlJ事Æ~" $!~と科、 Lて

可じデ タがiiiされており、明"1年内)""ヤもイJ市の称すゐ治安事犯[つLての

デ クザごあるこ-~.えられる (11 最的人民法町公限 :?002イl' 2 期1~0---/11 t{:};; ，~t-\) っ

1411 ー ~.Û、 7: 抗生4 r; )'!98~
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表4-8 治安事犯における懲役5年以上の剰の比率

ヂピ

比ιY'<' ?;，) 

かじト上がってくる たどし、ここで注窓しなければならないのは、治安

平行に|おら F、刑事事介イモ付、において、 j主役 5{tn Iの刑(7)比率がほく
なうといゐという旬i口jがあゐことであ心 図4-4は、 1990年から2004

年までの、全FIJ 事事~fj' の発効判決:人員におげる懲役ら千~-tt 卜の刑を三い

浪 ðül~者のよ乙卒と t介宏事犯におけるぞれのJ量移を表したものである、

図4-4 発効判決ベースの懲役 5 年以上の別比率状況表 (1的D~2003年)

輸綿

初

加!

" 1純白 伺92 19純 10鈍 1綿密 2伺，，0>∞4

品 ':"9fJS~1 ま ~~I;;: '.-.;jザ統計百科 -i 1ヰ ~(J 刑事一系件被 U 人処世伯;'~1'，1':;t"ム安 全、そ ;l
倍(エ ιl律伝説JI (さ4:はお~ ，子芸 ，~{j， : -，~ド

*校~ J耕」と bふ 200~ ;十 4円以時cct+、まぶ::;!j-<. ，~~~;(三汁以内川j り11:.不 7>指~I

ノぶ凶がノj、すように、刑事事件令{字の傾向としては、懲役;=j{fl~;， :の刊

の三年が卜が之、 方であ之、 J そして、f:i安争犯lっし 3ても、 2001立に懲

没日年以トの刊のJtギがa;t減し(於n開始l山における議役 1年Jムトのけi
の比半!;_~.~)).D % Lかなしり、またドiJ{;-~ 4月以降ミ丸までのl取打期間にお

りる ~tOl比三卒も、前ノ土よりも低いロ 199()1j を])コ 1.1 として、以 1:;\\1土的J記事

犯も含めて妊与'ijfじの流J!にあったことがうよかる '"ο しかl、全FIJ事事

iへ なぜ杯罰ffsJ向l口!が'1じたの力、l玉、子れだけで大きた前4内こなる入。なお、

二日社57(日 44:J)2Dミ3 L421 
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イ'jにつし 1ては、 fJフ002-{T-にさよ】 i二校役:)1:1-: JJ，ょのIIJのlt'半刀、下が勺たの

にょとし、立平犯についてはほ加している c Ol千|厳jJが特需イとの流れを

l とだけではあるが 逆z ちせたと扱去ることができる こは

いえ、 2002年じおける治宝当犯の懲役"年1:'.J，:--.0)引の比率(立、 01主議什

顎始前のそれょっも~;~~く、 :>X)3i1において出線は緩やかになったものの、

減少傾河合ノj、している=繰 1')ほしになるが、 l王同-r-t(})百HJ，土i百三、こ

j七べ-CJ里佳:r](.なっ七お 1-; 、わ !'1 ゐい l'Lt:守を ~Iil調している T絞打 を

j~UJ に称、白人を LJ きに従っと処罰する現象 h 上逗ゴミと比べてった胞に減少し

ている 'VC;ということなのであろうペ

とはい与ものの、全く きに Jが配慮されなか J たわけではない戸

実際、「 部の基昭裁判所?関述守口門は :;44Lご厳打事件について一員

記JiU，を荒川よ λ強調し、法lこ従い窯大に処皆?できノミレ事i'!もある IlO':， 

という)前後に、肘きに従うべき苧由があるにもかかわらず、阪むのため

にそれがd、定されなかったと批判されてしミるケ スを紛介[ておごう i11沼J

U江F目立、 1:本川法学のi干花、幸枝f設して、 i主定の「主主l二託行べき(こ

，Cができる} 事1'1を口、定6小出、要(fl:亡、)的1/10'主事.::!、法判官のiJと量に

よ!) r れきに lÎ~: う ことを出j-~~主従事三と l い予たれ今 i ご 11子ぶ J なお、 市行立 j

完拐における杭当化の iL4 凶のひとう三 L て、馬lilll は 11997{;: に問 l王を í~1向?己主

Iiしたときに、 f七;川ザ名がし:ど;工くか削除され、~~に ì~~-，1凶の窃i註!)ドにつし ιてタヒ

:!i-:] iJ ~'!話Iiミれたことにより、十fョ守-{r~-lìJ、+::;r告における *f，;，~，J)死刑事什λ数は ;(~lif:，二

d民ノj/L j，__-， とJ可J有する 、l出J字削岩: 号持慢送 .fi'.l令!c1主主防枚以来刑事政策
月lコ[司E う民~F:: J J'ffl1 i1、学ぇ;江口(J(J;;ノヲイは頁 l
l'ポ劉")')3'~;字 1掲'!'.l(:;:3':-88 耳、また、[東谷治|尚 i-:T 'Þ T&が~áJn ヤ荻lU!有古5

!f.'裁也、合も Jにおける2UC:O!tから2002!fにかけてのq宇判決1f江JU件を対象に e

LC制年計円かc-)l' J ~-ど前?干によると、 12()(壮年肘n 以降の十I'J亨汁 i)J~のか、川から

札て、形勢の二 ズにより 伯尚万判決 [1封峰子IJ(}、]売 I"~ こにはすでに歴

ピのj品物兵なヮておれ 訟判官が形勢〉いう要素;(判決に)λi県させる自主:1坪

f町になりつつある J という U:-車内、治博;-JT.，:-I地人民民百 院於呈jflJ対報化1-，1，
意l円j，:~Jf奇報告， j比ごb審判委't':t2003!t ぷ宋ll'~只!， 

l川 f 人ヌ法κ有壁\L 整{会中lJff前回、イILJ 掠望右，-:~j 逝干J'Z()(ll 年おノH，1 (Cぶ九 )31同

1 川記来志・会主主峰「日付与恥七定↑古_E~i.:よ位同"，日行 使I員十告処刑 前出

荷~0ni:ì: x~_: t~ ニ司~i!~主縞 l 刑事法引Ij f~l研究 L第 2 萌， (人民法定/1'1飢えよ、ヲパu3年j

lCOt(;:L [;0 

14:lJ ー ~.Û、 7: 抗生44)2982



現代巾囚における「司ば」の恰五0:，-51

は中国の古市苫によるものである。以下、同じん

〔関連条丈〕

25条1項

共同犯罪とは、 2人以上が共同でな t故玄犯罪を指れ

27条 2J且

従犯については処罰を粁きに従って、もしくは減半世し、または処罰を

免除しなければならない。

57条1項

死刑または無期懲役に処された犯罫者については、政治的惟手1)を終身

5J(1)奪しなければならない。

6'1条

犯人が違法に取得したあらゆる財物は、没収し、または追徴しなけれ

ばならない。被7存者の合法的財産については、速やかに返還しなければ

ならないU 禁制品および犯罪に用いられた本人の財物は没収しなければ

ならない。没収した財物および罰金は、一律に回庫に上納し、流用し、

または勝干に処理しではならない。

264条

公荘、の財物を窃盗し、比較的巨徹により、または数皮窃主主した者は、

3午以下の懲役、拘役または管制]に処し、罰金を併科し、または単科す

る。巨待、により、またはその他情状が白々しい者は、 3年以上10年以十

の懲役に処し、罰金を併科する。特に日額に上り、またはその他特に情

相、が白々しい者は、 10年以上の有問懲役または1lll期懲役に処し、罰金ま

たは財産没収を併科するハ次に掲げる事山に該当する苫は、無期懲役ま

たは死刑に処し、財産没収を併科する。

1I j 令融機構で窃盗L、特に「て額に上るとき

(2) 買重な文化財を窃盗し、↑占状が由々しいとき

〔事'丈の概要〕

被告人Xは、 A、B、c(日1)件処理)と事前に共謀し、 Aが叩十十に勤
務してし、ることを利用し、貨物を運ぶ際に、代金を窃取することをUとめ

た。 1996年 1月22tI 、Aは{也の地J1&に貨物を運ぶことになり、このこと

をX与に存げたc X手は路上で待機し、 Aが運転するトラソクが近づい

北法57(6-44:;)2附i [44] 
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i師"光

たときに、 Aは岡県;のD、Eが熟日正しているのを;tri'lらい、 トラ yクの

速度を y~ーとし、 B 、 C がトラックの荷fìにゼ、び込み、ム;払)IJの税金66万

冗の入った段ドールを半外に放り山し、 Xがそれを拾った。その後、 X

はB、Cとともに逃げたが、 2001年10月17tIに捕まった。

[ 1審1(泉川dJ巾裁判決2002年3月25円)

'Xは共同犯罪において共犯者と分業 協力しており、いずれも積極

的に参加したと解すべきであり、王犯・ 110日を区別することはできないc

Xは共同で巨額の財産を窃取し、しかもそれを全て使い果たしており、

持主に英大な悩舌を守え、重きに従って処罰すべきである」と判示し、

刑法26"1条、 25条 l攻、 57条 I刻、 6"1条に主主っきXを窃主主罫で無期懲役、

政治的権利の終身剥奪に処したU

[ 2審1(福窪省両裁裁定予「月日ィ、明)

Xは山本宅件の発覚は、 Xが広東省一本市警察局張辺派出所で偽造暫

定J~住祉を見つけられたときに、同発的に供述したものであり、 R肯と

認定すべきである、くわ本件においてXは従犯である、ヨ〉罪を回認してお

りその態度は良企fである、 l主初犯であること、の 4点を恨拠に、軽きに

従って処制すべきであるとし、上訴したコ

これに対して 2客は、 1審と同様の判断を示L、上訴棄却、原判決維

持の裁定を卜したコ

[解説〕

裁判所は被告人XにがJ呈従主事由があると認dぶしたが、被告人にはさ

らに白角、従J目、初38、偶発3目、罪状自認なとの多くの寛大に処罰する

情状が見られ、しかも、白首は{干意的従干名事由であり、 ff~犯は必要町J従

軽事向であり、それらの効力は酌量事山よりも優先する。さらに重要な

ことは、般しくする情状と寛大にする情状がともに存在する均台には、

事件全体を先に般しく、その後に寛大にするという順序で複数の情状を

考慮しなければならない、ということである。 しかし、 l審判l決は厳し

くはしたが、そこから寛大な方向に修正していない}これは刑法の基本

理論および実務の経験に反する c 窃盗罪が当時行なわれていた厳れの重

点打撃刻象であったため、 1審裁判所は上述の寛大にする情状を 切考

慮せ「、厳+10)重きに1!Eう刑事政策に則り、被告人Xに|口l界最ltj刑の虹

期懲役、政治的権利の終身剥奪を科したのである。

[4ri] 北法:17¥6・442)2980
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(コメ/、)

l審判j決がo1111 ずる刑法25条 1 項、 57条 1 取、 6fl~如土、 iíi 校事由とは

全く関係 11守、規定であ :1 、 i~ 料ヰri1が令〈考さちれて， 'ない、ます二、 ;率

引先は「重さにむGJpて担μ'，iすべきである とする走、これ ;P附する法的~l~

fi~(ょ íll~- らがしていない}日子;兄22が 1 Fi~ ;;ti: -1ft重事由があると認定した lと

1、うωはこのここであり、1mえに従うー恨i牲は法ではなく、高UJである c
解説:(':よゐと、イメ件人XI'ついては、必妄i内淀幹事臼ゃある

1"， (工;玄白)1，託軽事山である日宍なとを123三す、きにもかかわらす、紙行

ごあるとし hつ球自のためlこ、これらか認定さオしなかうた雫案である}し

かも、解説d者によると、 l その詑i 拠は j宮 5 に，i~癒し、決して~J{~~~さかっ i

う}こはいえなt，l J という)こうした判決ポあっても、厳干TJi)f :'ーは込認さ

れるの?あるラ

(呂 2つの茶本J

表4-9 r 2つの基本J と刑訴法162条 1号

ノU;;:'I'法:(-;2条 1勺

事件り究賞

:lUj~，?:， ';ì陸夫

抗叫が分

占ゑ同三兵士プ
ノ←~ロ

犯罪の斗必 1:竹弓±

fi!'天な主主代的二J処

" ， 愉

80fj一代初)]fifiにす;ちIJうされと 1 2つの江本 lよ、それj孔拝の厳jJにおい

てするべ主原plこな?っていた、 011'厳字了も例外ーとは?よい J

:r I I<'J 訴氏(_~ ;13~，暑では有罪認乙の ~~4主 l ヤヨ J し冶て規ノ三はなかったが、現行

刑訴法 16:2;:荘 1号はそれを 事!?の事j人がll)jらかに社拠が確五かっ i

分で、法律に基つ主被肯人全 F13!とおJt-tると詳:ムイJ'jp判決をトさな

ければならなし、」と定める〉ギオ規定と彰ょ~~tラキ比較 1 だのが、点 4

9 である :iïJ~立がら読み攻れる上弓に、今:J!土 :.'J : 2つの法太」は刑訴

if、所定の有~W認定の早二準を P1 き下げて L 、るといえ」 λρ

そして、 g:3:cff][-t-J こついても指摘したが、蚊11刻に 1-:2つの恭本Jに

よりもたら三れる文民(均問題は、安易な事'支認定なし、しは ~iEj![2H~沼に J

る認刊vごあるラ0. 1'~'j裁もこのことを意識し℃おり、賎tJ 明始後、 2001年

11 月以九古来省徐州;íJ 中殺人見 J~~判所がしっかハシチ仁ソクして

二日社57(日44.:.) 2D79 146[ 
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宇1'1ーの発止をI!)j:1したこシに悶する状μJを、またの00フイ|ーに(;J:::-.;肝tfJ」

事件0)'~ミを J在l切に保障ずることに潟 Tる状況通達 j とともに裁判例U :l j牛

企下乏し、事件の 弘二ドホEEずるよ与桁示した 1刊し以下では、十左右

の1例T.y;る対ぞ省で1JオJtLナ強盗Jij牛ぴ)審述。)顛末を見る 1，

〔平案(7)村経)

1999年 5 巧 2~: 1、中地でtx人事件が先生[たが、云らく十(!J挙されてい
なかっ丈 2∞州-".10円、 Xが当該事i'iの犯人である L(/)述根治、あ 1)、警

察は 4く;こXを，;，u市 勾留Lた)取訴べにおいて X(J5r，!.m事実を供述L
f二誌、し、ド';j察が公訴をfZ起した後、 X はを約し、以"，MI~'U寺の供

述はt~伺!よるものごあるとj::1Jミ L た 1

C 1王雲、(}'IlJ市中裁判決300:年日刀吋日付小l円)

1宇治消.'日した証拠，'c工、 X取調べ「τの』、:;UJJII宗像、犯f丁現場におけξ検

司 ItU干の鉱宵映像、出トノへの ~Ü_ 三、警察に 4 る攻防社州議、鑑定結果必よ

ぴJ[R調べ:時のXの仇述調室 ξあるυそして 1祥i土、こわら[基づき、1]999

-;['-!)万立五円'/r::;y閥、 Xは鉄筋およか包 jをJ十ち、被中高j¥'七に没入し、

九のヰ歪三ごとで物色しているときに、九が巨をど:ました声で叫んだとめ、 i主

務 rA の良部ギト E吋7 し死亡させたっその校、 X'刀完全lO()O)l~1;:見<)lj、

主n取しこ逃 Lた l と'J十実歩認ーとし、 Xのl肝(.，)(j:強盗罪キ芳成するとし、

化F!Jの申11;たをτLたり

12 tf (海時J色、1'-';総裁シ己主均lfll月27H; 

i平年判決後、 XI抗告綜殺人行為をf一つ亡おらず、主14日寺、日、仁、ひと

ヤいたこと、およう誌の供 l主は善祭の誘導尋問ドよるもので、供

述後U V")~ì歪~iLたことのソ臼を JIE山に鼎~î:':を主張し、上訴した

21存l土、 1)玉、 ::Iji犬が認だした(J')r，:q処:立検認に耐えられず、しかも本
件の関長日l:j弘(ま うfな証拠tlli査を形成しえず、多くの疑問jアある とし

て、以 l、の I'-jの問題を指1:7:しえ A

J附 l院於切実料、1:ヂ 較すJ"案作宝ZL量的情izi重官」刑事す?I':JW見2町13'1-.'2料61

頁以「。なお、 ?、通j主が具 14:，~()(いつ卜己主されTかはノすからない。

はよ海市省高級人民l王山刻於被山人型:'ォHi扮対 案Rj'ri0J:I;J.情況杭~; JaJ上白

--GS向。

1471 ー ~.Û、 7: 抗生4(;)2918 



現代巾囚における「司ば」の恰五0:，-51

0) xは当時B、C、Dと 緒にいたと供述してし、るが、合察、検察
が提r'Hした証拠の中にはB、C、Dの証言がなく、 Xが現場にいな

かったか斉か、およびXが犯行を行う時間があったか斉かの証拠を

十分に収集していないc

必 Xが供述した犯行時刻と、被害者の家族が供述した犯行時刻が

致しないo

(3) Xが使用したとされる「鉄筋」および「包丁」の出所および現社

の行方がはっきりしないn

任〉 現場検証調書によると、 JJ!場の鉄の門および隠し錠にこじ開けた

跡ははヮきりと残ヮておら「、また笹察もA宅でXの指紋および足

跡を採取しておらず、 Xが」見場にいたことを証明できていないυ

C~) 現場倹祉調書および写真によると、現均には円色の半袖ンヤツが

残されており、大宣の血痕が付者しているが、、円該シャツが誌のも

のか、なぜ大量の血jJ↓が付着しているのかについて、 事審察は鑑定も

しておらず、また説明してもいない J

(⑤ Xの有罪供述は前後矛盾しており、しかもいくつかの点は嵩識に

合致しない。例えば、 Xが犯行liijIニA宅に行ったことがあるかにつ

いて供述は定まっておら F、またXは財摩円的でA宅に侵入したに

もかかわらず、 AがXに金のイヤリングを渡そうとして、 Xがこれ

を拒んだことなどであるつ

(7) -1T-件後1年以上経ち、通報者がいたため検挙できたc 検挙過程が

都合良すぎるコ

その上で、 2苦は「原判決が認どした有罪証拠はでにX木人の供述で

あるが、その供述は前後オ盾しており、いくつかの点l士市識に合わず、

しかも Xの供述は罪状岩手誌から右罪の供述へと、さらには全ての供述を

再定するといった変還を遂げているハ本件証拠には多くの疑問があり、

事実は明らかではなく、証拠も不体実である。原'1'1)決を破棄し、たし戻

すべきとの意はで 致した」との判断を下Lた段、裁判委員会の同意を

得て、事実が明らかではなく、証拠が不足していることを理由に、原判

決破棄、差戻しの裁定を下した、

〔コメント〕

本件2審が指摘したように、 1審の事支認定には問題が111おしている

北法57(6-43:>)2977 [48] 
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といえようハフ容の指摘からは、有:JttをJ1..主守るためには当炊あ勺てし

治るべ主と止、われるまJ慢l'rら欠けていることがうかがえるこfCjえiご、ユ:

X が'l!~品;、いたか芹か、主た x;、犯行キ行う|待問があったのか芹か、

ペX と九五がぞれぞれ供主 L チ ~GlJ時五IJが一段Lていないこ r、4ρ)X元す

J:f;~打tJ昔寺:にこ\ 'たこ ζ を百証王[明判できていないこ〉などである ニう Lたノ韮Zイ本、t治杓な

3主iEl拘隙型也』すら何;主t

あ」るG 最高裁がこう[た主裁主判!判刊を;十、、主主市L〆て、 ;什、，':~級及裁判乃F所}人，'1仁示討IJ処性を壬ん

じ (る)J ι う;注五窓を喚i屯起主主包i三;するのも

fなJお、イメitはす己:I'J半utkの可白ど汁がある雫'tであ Jただめ、高童文が2審
となり、 2*で1者のず己んな円"拠収用によゐ事実認定が接ぎれた。し

かし、実際にはおり百;PJJの事件の:存在ミきょら回裁(，あるといわれているに'"

このJ};j台、 って喜:よ当然に中裁であるラ 8割以】の事れが】述のような事

実認バニをf丁う中裁にて!刊事手続ド終了するのである J その中にはこうし

七事件が少なからず含まれとし aることが予想で主ょう c また、

か ι:土、 2 溺古言 ξ っちょげを~~ってし』るよう l も読める υ

':9! u言のをり告
害IJ法典改正に~: i.)竹内の要fI効果が弘、わったため、ヲごとまず乱叫し

ておこう c H釘について)IJ渋川条は次の上う i:ソιめ向。

l 犯罪後に子Jり[iiL主し、日己のj己止をありのまま jj!，述ヲるこlは、日

首℃あるし L古 :，./Iど犯罪者に Jいては、処罰を粁きに従ι て、まとは減

将することがと主るハそのうち a 犯罪がわじあいl誌fi誌な11l止、処訟を免

ることがごきる〈

~~申i処分をほられた被疑者、秒、子守人およひ、ま 3 に服役している乏nlJ苫

が、百j法考委喝がなおlRik'じてL吋;ぃ本人のその'iwJW行をあリのままに

したときは、 白円をもぺて一日立一ず之、Jc

本長に0)ci守のきさ件と、 84土五百台[寸j 答 (3.3.;:;t:H~J (7)安{牛/をよU

4攻守ると、 1J 目、 iJ8 ，~ミ白(-;' l ;..j:)-~が定める(iノlおよ 1:/:j，'，\ 1'; を52汁シヲふ日

1 ~ ~長丈啄I市華清;:明十淘 "rc~IJ事苛d、市JIリ;ヲ L.Z 吊研J正 (九j:¥!;d~ ~T~ H'I 

版社、ι~判午)l17頁{
1~2: 8/1<1 上ニi 邑日:f::'.~uル〈ょ"は、: M~罪事実または犯罪者刀、唯であるカを:守察 杉ち?

14!JJ ー ~.Û、 7:6'~;;S)'!91行
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新[毘刑法における自首の法的効果対照表

間fマ)1:_:)

fニ i5: f;~J1j空白川花

伝説的舟町三

ム

〉叫疋ゅし

川一一旬

Arh

i
h
一

円

T

ん
ん
凡

刷
川
一
日
む
が
百
三

日

一

保

持

は

一

ヲ

句

守

一
向
。
日
川

円
山
ν

弘
ー
ロ

ム

P
?

一
γ

一
J

J

l

t

表4-10 

主写

叫打巳ニ:j:f:J]なし

jP.~;がわりあ v叫ず倣

犯罪竹わりあ、可証々 ;-~ ，が"工:JJ(ち"

十{

自を、また 2:;~:胃ごはお守要件とする自白が定め h れているむなお、:こ

ご -rïJ 現」とは警察 a 倹~7~ ・裁判所を捻れま γ 、日刊のγ、的jÅ"}J 朱

は、!日!ド1J1よよれも巨首Lf:者にと) c 有刈 lこなう ~C 1"、る l表，;....10平刊/( 

二えに、戸首WJむの具体↑久を示そうハ例えば湖南旬、では、厳f了則的後す

〈に省クラス警察・検祭・裁判所・司法行政機関が述乞で Q 耳切11'まf

に、.'!'悪勢力に対しご円台寸るよう主jJ -t' し ll:~，、岳月にはまた?ヲヶラス

-枚察.i主判所 πJilJr政機坊が仏海 保発物問J単l2にスJして1uF.

31日までに丸首するようも!J-;~~- 1___ I '、ともに期間1人jにr:背した者につい

亡l之、刑法勺7条J従い， ý，空三;1~ザさに従って、または減粁ずることがず

さる J シした(ま工:、福建省アモイ d，てやもてき・ 4金'~~ . -~~判所が;m名で

5 Ji 211までに日立するよう勧告した 1 。

他方、広東7えでは 4; J 11日に警察庁が円円を長!;;~;寸る述'~~:~-1;:出し、 6

汀 IHまで:r守ぶした者;ごついては、丈:.~ 1/~い処出会評きに 1~い、ま

たは減軽する。そのうち犯与r が内りあい軽微な~';止処罰を免除するこ>

が℃きるし{出人のf日丁為を，t，告・告売するなどの功紘がある者以、江、

に従.'担日訟を ì)Õ\~m-} (，".または免除するおよそ規定期限lヘlじHA奇trみ、

またはヲ 13 読さ ð~q-ft;:主ねる若;一うしぺ(土、警察は断i古iとLて取 11締ま

r:r司家K*t{t>，;~形成肢打1士jrE謡、態J 'んRj，lJ0;~ff，し 2()()1~4 月。 6

なお、期限内に白討しん場千三と紫lRiitに自首し/J場仔に遣し叫口1':るのかは不

明であるー以、の字削lついても同ねであ山)

はよ湖南公検法>-lj騎合ご'<:'，1:_¥;函円 以P::!:j'JJ、絵(止爆犯罪投J菜は首人民法院特』

2COIT 8片30口、

リロ 「集中公m誌社、破f<.5::Il主主声必民国，人民法民報._1:!(川王三 4月;五円{

jsoJ 

裁判所に察知される前、または'Rt円され、もしく l土治相対:roすをほうれるおjに、二

九らに:1主的にU.i到する」とーを、屯〉は 'J[H了をありのままに供述ずゐニ J を

7 す

1:3 

二日社57(日 431) 2D7S 
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:)、 iL~こ?主、、重きに 1是って争1 らしようる J'" ベ j と円Jらにか(.fた。ここでは、

不束ならば仔忍 1'，jHlf'減苦手山である通常のヨ首でも、明|浪内であれ
ば九十ド犯ぃ ~;t~~-';ì ~と料きに1ii:い、またはi成料す之、」と三れごレ;ることや

フ合通してはならない。 法 \.~í;~v' )..いいながら、、コif'J法lは古かれ

てしもな¥'二2を約束Lているのである U

また、 I功給全半りやた者しイフ¥lpる [i!功]iについごも処罰0)減料ー

免除が約束されといゐ u .:¥L;:l) (ついて刑i人68すたl土、白白しださがんきな

功績をノ ;'i:~ :~きは必要民減軽・免除とするが、通常の立JÎ]:上{二立 8'0 )，止

将・減幹事出こ、まだ大きな功織をうえけた背([立大功])につし、ては任

免除事山とするτ ごの点、五j唱むのいう I功績を挙げた者 l

寺「自立 L、か勺、功績存挙げた者」と帯解することは可詑である U

かL、そうごあ"たとし1 も、市誌にj丘相、Lている吋そのi宅iょ1i土U;.の

とおりである。すなわち、、lift、;こ処罰が1成車4・免除されξの;止、特別に

胤定されている 白首L、かて〉、大主な功績を挙げた守jである仁他方、

符~I;~えたのない F 甘いil 、かつ、功績を挙げた者」についご:土、 tう11こ

立r)j;~いう任意げj従軍!!-減電事 ]1]古川何あるに1 ぎないっしんがちて、

没者につL、て主ご必県的に処罰を炉、計 .A~:どとすることは、 !;IJij 67 、 68条

に反 fる円

ところが、主主祭ドよる 4ゐした約束;土、広東省警察JJーだけ仁とピまら

ない [HJ1:": 4月ワヨヨの百部民打迎古:土j目立(高に対しと;大の 4うに

する c 犯~1~背 lよ 1 ，什 9 FJ30::までに三j8せよ。目|民内に自立しと者lよ

法μ秘い~Li~lj 奇!)!主主;ニ t;tい、または減将(八そのうちぬ犯罪がわりあい

軒微な室、または立、大きな功誌を挙げた若はより克大i処越する， fJj ~l! 

)iに自主fしなしをさおよび犯行を継続するさは、 ilぐに従い:eiiきに従って処

罰する、 と土説明のために筆者が十J1. tこん(ょについては}の

広東古を察庁の泊?と同じことがし、える おJび(去にかかる「寛えl

処迷する ド足立処理J(立川法人程きに従う、減官、免除のこιでめり、

したがって、必安t!つ誠艇・免除事山であるぐ3)の汗片したイ討が大きな功績

を手、げたお合には 制察正予が約只したことはさておき 刑法j，見定

:1;ト 「山市開通性之沼安本報イコ箱 広東設促進法ヘ員投支]]白 J 人民公安報

(じU沢)J] 2001イ.11 ; J : i i : 0 
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に妥当する n しかし、にあの日"L た苫の犯~:ì(7/われあい軽快な場合J正、

イ下直 :1沢主将.ìr夜中2 ・免除~山であり (刑法67条 1~çn 、これも 1'こ同町j

ul、県省主c察Ffの油ijtと司ことがいえノユ。

そ Lて何よりも見恭としてはなりな vミことは、白書やすJ);O)成台、 F圭

きtこiJt:，のか減話するのか、さらには免除するのかなど、いずれも法判

によリ認定される平川であるにもかかわらず、営努がf 守点じている/:~で

ある J これ点、 4.~ 2で検討した9tì立数十T則の白口正~!J 内とはお 1':1(.: ~tてな

る 11'':' そこでは、円相するこ ιにより寛大な也j唱を漆ち取る上う紡古

したにi!"ず、その結果かどλ なるかにつし hては約束していない

の了鮮があるのであろつが)，しかし、 l に挙げた宍察部おぶびjム官[~当

警察IIの白n記!;1--:--1:(土、裁判でiJ，すべき事項そ裁判長-;1二約束しているので
ある c しかも、別け、:こ違反寸る内容をどめる n 裁判しワキ在来を嘗祭が約;やも

すると l、うことは、とりもなおさ寸 事前に被判所干検察ι協議し

七iであろろや :こよ3ける民的決定'7';-] -~_-:スにヨ {q ~，./で

さるとし込うことを意味Lてν、る

4.3.4 まとめ

。l午厳打におν、ごも、「党のお障の Fで、5J罪制いという牙万台にIwJけて、
有効利 jlj できるリソース苓*{~!It占口する E主任l運~むというど〉夕、 7川町すごき

ると考えるn

今回の絞れにおいても、政策決どから、政策の 1---~ 体化、そして政策の

文ぬl苓るま台、'品;、党がその桁J車奇末!，っ七 J

をLて、「有効利)lJできるけソースの4よ主主只」 γコρ て{土、以卜のよ

うに考えられる U

まず、 ill平司法のwぃ下につし'-c(，土、 01企絞jJにおし'-c'1iJJiU Jのうれし勢
を作りじはすために、大衆的自活組織千j5J;犯協力苫古?動員され戸、また 般

大rF<:~:~.7t Lても送法うー犯罪告を運行しえり、己売した:)-，' ;s .tう

びか:-r t:~ 、

:えに、ィ去につνミとであるz 同 l勺J裁は黒牡27治組i伐の旦手書である I i党ろ

乞 :"tしえ、 Eト3主段打引においしむl司十三幻自 l'勧告がな与Yてv、たとJ在日 J
ちれるが、耐河たノョ話料がないえ:的、ここでは院れないr

二日社57(日 43:J) 2D7:l jS2J 
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盾」もまとめて処罰するために、号、社会的組織の要件を限定的に解した。

そしてその結果、日1年厳tJ の重 I，~対象である黒社会的組織組織・指導・

参加罪 (294条1J頁)が認定されないという事態が止じることは最高裁

も認識していた。とはいえ、品目裁としては、黒社会的組織の中心メン

ノミーは294条1J頁を待たずとも、 26条の集回犯罪の規定に基づき、重罰

に処することが可能であるという同断から、それもやむなしという，r:ltJ

に立ったししかし最高検は、 26条を適用できない巾心メンパー以外につ

いても、より重い刑罰を科さなければならないという判断から、不当な

縮小解釈であると全国人大d前委会に直訴したυ 結果、全国人大前委会は

倹察の音、見に与したのであったc ここでの戸j法解釈および立法解釈は、

厳打j，j象をより重く処罰するという，白で共通するu 向者の差異は、黒幕

をもまとめて重罰に処そうとしたのか、それとも挙祉の負担が重い黒幕

はとりあえず置いておき、土邑社会的組織に加わったメンバーを均しく重

罰に処そうとしたかにすぎないc この吉、l味で、最両裁の司法解釈におい

て、条え;が不明確であるから限定的に解さなければならないという近代

法的発想は乏しい。両者ともにどのようにしてより多くの者を、より豆

く処罰するか、という合国的牲に支配されているといえよう。

また、法実務においても「重きにかっ述やかに」を実現するために、

合国的性に依拠した嫌々な干段が講じられた。すなわち、川醤察にノル

マが掛されこと、②そしてそのために麻薬を入予するとし寸進法行為、

そして、拷問による白白の，tti嬰キ証拠の達i士収集が行われたこと、③ま

た蒸し返しによる労働矯正、 (，1)公開処刑および公開勾留大会が行われた

ことである。

最後に、裁判についてである。裁判でも「重きにかつ速やかに」とい

う政策目的の実現のために、 J去を軽視した似々な手段が講じられた。す

なわち、 :Jノ厳打開始とともに経罰化の流れが逆転し、また制別具体的事

件においては厳れのために法定の刑罰l減免事由が以視されたこと、②「重

きに」のために裁判にノルマが課されたこと、③「速やかに」のために

r 2つの長本」が提唱され、事実および証拠の認定が「さんになったこ

と、④「速やかに」のために刊事手続の枠組みを破壊する事前介入、共

同事務処理および合同事件処理が行われたこと、⑤公 検・司と合同で

自前を勧存したことである c とりわけ⑤については、広東省全察庁およ

[;)3J 北法:17¥6・434)2972
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び ;"'f~~祭部がiFjp、で白 r':-~ を H子びかけた|与に、円什すれば処罰を軽きに従い、

まにはは申告すると約点したことを五一辺してばならないG 整察が-r&引結果

まで約束しているのであるへ 1かも、百十戸法規定とは fJ"!なる約束干である。

この kことは苅tSl.~犯罪制H上のナめl裁判うミj且兵とされていることをノトし

亡しもる d

切，りと、(Jl{t 出u ず l こおいても、，)6{t)~Ujとjcji，y仁、五I>ft法u0忠考jふえ
がi.~):豆しつつあゐことヰ示すJ~~主主が見}汁!ゐ U この h、じっ， 'ては、 42.3 

Z:; j日摘しえこ〆::加え、~ (-dこ刀;の '2，9:を指摘することができる〈ひ〆

つは、 i以nによる l市き lこl古人 0G-Lf.J抗打よりもさらにそ3.L:まど 1"，き
にlではなくなったハもうひとヮは、;我々の初期の実務において、法

争予三itした地Yiがあったが、後;な丸i立、京wにおいて直J元的な泣法況
設はか会り減った、 Lァ6，L、r:t-、があっても1ifわ心:い 右話、イイ立]の現象

がなお与すしている"の τいう指怖が不1よ与に、これまではてきた

違法現象はかなリ減少したものと約詔J されるここである。筆者が~、科を

調べているとき Jも、日寸ミの印象 たぐ とと)ずなり、後になわ;ごとにゐ

~:t :-:、例えば共同事詩処ょJ1、合1，(宇yi弘J[n、公開処，pjなどの上に守、げた

連法I見事:をぷーすのが州警まになったからである とはいうものの、 l

あってもちH'なν~是認がなお千Fイj じているという点を忘れてはならな

しミコ

このように、 01 ノ1 成打においても法判がJtl-~. であったニシが碓花、でき

るυ しかしその かに泣lt?l、的思与様式の決死が96{;:.'践すjET iIとよとべ

亡ちらに進(叫仁といることも尚治!である、

4.4 章結

;辻仁前中J;;: び本市で検討して詳たよろに、 83-f+:'!~k:+ Jお4びそれ以

詳の折、き了は、いずれも 党の拾J軍の|、で、犯罪事];1とν うLlt;~ r:: Iロlけ七、

布効利11jできるけソ スを総動員する政治J!動」という;と人， .めではま

るハつまり、裁判はこの問、 貫 LT iEiHとさ札、きたのである l 刊

". 11:x;，"久 jÌ;\:~丁ぱ」刑事政荒 j}- f'FJ 刑事政策検討 HlH 
:1;" 多かれ少~かれある神の止紙作を ;~ti;: ワされた法のl:'-Ja: l; よぴíGíc'iに問

tる法子坪論こして、 1云i詰兵うて義的11主主判、令瑚叶:まま重なる J乎P界的挑討を2

二日社57(日 43:;) 2D7l jS4] 
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;j ，1主にわたる全凶的な殺打が、 Itl:~たの政 !:[i決定苫を さぜる号ヰ1:)-ーの後

に行われてu ることを、こづわげ01千|厳jJが整察当30) I jJ皇FtJJE 専攻

抗争の却j医巾lニ発動ちれによと令考去ると、裁判;¥-含む「政投:議務」誌、

権)Jの意:のまま仁採られてvミることは明円である J 裁判が権力の設定し

たu仰をソツ却すべき迫;そであるから、 l点打が可能なの℃ある υ
しかしその ，うで、釘代法ro，l;t:l考ψょが;受殺しつつあゐ c r;' 1'，1の論者
が指摘すゐょう;、日6年最子了および例年段打l'お， .ては、ぷ3年駁打と r 乙

，";..て、 !J、が定める刑事千続に近ついている〈裁判官子被疑者の十主治に動

かなくなコたこと、.r1'k-rJだからといっ 1そiし(三どIi君主;こかつ涼やかに J

ではなくむったことは、数t主ドド:)~.(変化である。

さて、ここで視4口そj出土へとiむj円る ζ、新たな発出があるuそ丸:土、党

のj旨ず中u)1、?、犯罪市].土という fl僚に|叩['C、白効利;nマきる ljソース

を{吉町民する日立di，l;itJ司j が、尖は19'/9Jf以:i，'ttnifr}fti'r以前においても j-e
われていたここである。

2 且でほ詳論Lなかったが、この曜日jの ú~ftおよび法実務ドお~ .ては、

続十J期シ 1"十io)現象がれらされるのである f まず、立が、におい、 l正、余

l:lii人大常妥会か全|孟|人大の市した ';J，待 を己主'1した。これらの )'(U、
は全国人戸、市安会の }L法1在限を『窓越している点で進告と考えられるつ具

存自りには、叩IJ{'丈の累犯，~íl' ←自主左きにす 6-H-fJ己ttzzP創設し、また万部J

矯止絞処);"-，~号をも兵 _j~ Clノ対象とするこ Y により労働矯止をだ質的に 1刊誌

↑tした l同労の決シ1': ¥l98l{-仁、ならびにIFJfl1iJ、.)1:1訴iょが長j'z;;J主力王手
十信事J買と定めるた刑の計 11浄、最高裁が合j-)J(ι十;権で主ゐとじた、いわ

ゆる C~I;I 人夫代表大会常務長只会:，80J 人大常会 7 信 10号、歪知~ ¥1980 

{r~ )および l 犯則前 oJíた :~-t I (198; イ:つである ρE夕、 i五日 flj のノ.~JJ~，に適 5

ない法律l立、そのためだけ l をも版わず2ft-11されたのである。

次:一、法文務;、おし ιてl土、 重きトかっ _~Vかに が提起されたごとを

挙げねばなら

けはしたものの、てのご芝血:ド]地i.J:(土、代々の託制の現実におvλて1:;(lてjliノ刈'f';
I~Jまるいといな v ょうであゐ J !いへ冷か;も、このこシ，:()!;ν ごいる{梁役十本

「ιリ把子、，.}、五';"i:"j[:I，!olXιI、平! コ 刑法1曲他的追問、批判ワ l下矧 j 中

外法4ヂつvC?l3期333-，-331百.

l~fiJ ー ~.Û、 7: 抗生3Z)29i()
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みなされとしーたのである v また、んうf九千5口出、組織千;(Fs;動員、)1，1司事務

処理、 2 つの恭本 J 、山決宣告大会などの1迫撃も、 '~HJ にうじがけてヰじ

ていたu このほか 2竿では招介しなかうだが公河処刊も行わ;fi-I"二"己l

この4うl、このHF烈の犯罪対策およびその実践;Pだいては、厳れ期

!: 1{1禄の現象がiLじ ζお 1入、バなれば、 ll投打 Iiよ1979fl一以降、 買

してf7われて詳たことになるコたど1979令ト以降83ふ依すfl:J，;iijにおいては、

犯罪制!ーの手段として、「三さ l かつ速やか~.-よリも討会di'Z2総イマ対

策の f，，!t Jlftlが強調されたにすぎない

そ-1，-しでし工、裁判が;'>:1只 fこなるの といった年わ〈の上Lj問 lこ r~えるので

あろうかη 宇与えは合であるτ 実際、裁判は1[:Jも厳f了期だけ涜具となゐわ

けごはないU 以下ごi土、主主iのiièJの九ちとなった、ある;~理売春事件 '1:::1'

が結審するに主るまごの煎又を見どみよう l2:_" (l江トの Jし紋'f~，土竿者が

1列 j 党字軍「小応組織'1'小学'1同校化刑執行]売渇J;-)、予雑誌1鉛2.:;-:.2晃jω頁

寸!手、'-t~罪干キド討する死刑を執行すと;二日常して、科技l百に人来壬組紋し C賢

次1#，.C'.物させている附j，があ;、はなはだLきに主〉ては、ノ':，'i:il、'I'/i:!

日校牛に見物包ー土工いるとこ λもある l との;対ーがある J

J ~! '芭 J't売台若手ノ巳めるのは刑法3，~8条て会ある

「他人を組織 ;j./é春き付、ま f:-(土他人を脅迫し jし春き {~'l 音は、日午H l'lC位

以 l、の有苅忽役に込し、 ~H;: をちH:+')る 1 以ト:ニ掲げる事巾のひとつい該当する

ベーは。10ιr.l.I-_o')f{Jtm.監はまたは組問懲役に処し、罰むまたは~1 Jl[.~.~Vはを明舟守之、コ

工 他人を引は紙し完存矛ぜ、↑市品、詩、:11々 し ν と五

" 11 .j未満心女児存 t~'迫!〆一九右 c せたとき

、J: 多数のずを脅迫 ~'J[;容さ寸、または他人をメ日Jはも脅:;C:j勺lじ存させた〉さ

1 拾姦?をに脅迫し売春~，t{たとき

(子 完春Y脅;11.された二荷に主主i]j， iに亡王たは子グ〉汁刷、山々し主結呆がと主にた

〉長

:)IJ 羽に掲げる事闘の「、とつ~:.投与~ ~，、↑白状刀ヰ，\'i 間々 L\、言ば、:川J!;J懲役ま

たは-vU~:l(，処 L、財陥没収を[ゴキli一る U

1む人を組織 L 売。さ}:!..-ることに|事 JJ したおば、 ~j111')， >のハj期J，t5ci豆に処L、
罰金を併手|するot.百v:が凶令しν三者:t， 、子fzpノト10庁以 の有司l懲役に毘し、
三令を併科ヲるj

1 :;:~以 l、(，:っし 1 て:二、え「定位決 JFfi コ~:HJ、 11ヴI 点」 人以17J、沈没 20o'jム

2月7I1 、(~) ，市京'1守'l '>:f:;;'~;仁'r' '~~:.=;!t~1さ方院注 J "it-!J '1主'R，;: ~~()U4 ヰ 2 月 i 円、

，')~， I -1::t:~J湾与1云律的;制止 ";bdZ 半寧ヰ税制π11'烹浮紀実.1 ['人民法日向』

北詰57(日記)2Df.9 1))6] 
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行荷台の古百合よイナLたものである

本件主目をためとのは、本件特三平~.;}-'~--ú が、男泊客に男性をまIi介し、

件父類似行為歩行わせると， 'う「向件光春ーだうだからであると思われ

る。 同性ir-fJitO)衿坦完もじついて、警官千gr;は本件仁えずつ2Cヲ1年 i月28

円l二、 l同作尚の金品を採介こ〕丈作 f'~0行為の↑T究認定・処1町一の尚道に

喝ずるti，l見Ji: tH 1ハ I不特定。)異ず出iまたは|口JY;闘において会銭また
は財?却を蝶介と Lてィ、、Iiな性関係会発/ーさせる行為は、オ ラルセ，ク

ス、千j芸、鳴姦などを台み、いずれも売買存行為にめ丈:)、行為高を

に従い処想しなければならないーとj吊，主し1いたし

20Cntj-:おけ17辻、南J;1市業iU.区の繋察、i誌は本社仮に来つ3、平t球者

であるl'ニ疑者X等11会乙会;主的したU その後、向年日丹、すと祭仁勾留を前

)R L，たが、検察手:よ界ifli1、JF:(j);n刻に年一づき、請求を主n、した仁警察側は
検察の判附に月日さず、再議を訂求したが、再「ノトjH:-Jりれたとペ、ヲ w

察、快察はそれぞれ 1.1役部門に恨ケL、その結京、有政法委員会が4、作

のためl会議を開催し、そこで高裁が最高栽に閉会するとはでされた

故高必.1土 f沼会を受け丈 i去、 f だちに全国人jぐ;討委会に桜古'~ T:， 

してHino月、 l 全1"'1人大詰妥会「属の[与zi妥11会1:JSfとの却をを

諮11)(したち告に、青乍 しご民性イヨ子!令 ささ;三、とは、管J~ 売:/iと

ZE;二[J七照] して犯罪キ し量刑する、と I: ~_ft "('， IT'l答した， ¥ 1:!4" こ

2以HI;:l);291、必九学女 IlfI)':二完J手伝l!ll:1明丈規正l!!ノ以i"J司法制iJi : -:-'I;[J~ '2以ト1

年。円:~ t:lをきnGLt>ま工、 年刊行解二JL・7十釈tして、 3若者JH・叩習jj'[';卦
加毎「半干犯総売 4主案 組織男刊従事|守j什;"1交易、是併構成荘:紘売t五弄

Ij:J-;l審判を考20礼子「 :t崎13，日以下、出t興ft:利被llJイキM.t:向性f宇うえ易行為三

定作研究J l:El'~て検察 '1 ，;手:院学手!1200;-j年 現119f'tTJτなどがあるなお、本件

~ :.先行する恕似の事業どしてば かO:jtiに 1-，;il;.で右ヅl半IJ;t~が|されト「干志 l担

札訊J: 'i~kj，~;::ì':* j主主古人民iJ、走中国応用法学研究!I}I編り、Ri1J王手主例選巴目的5
11'-1松53巧VJ，入がある

: 1 L乃 l刷、文は{奈出警方1じあるが、?容がvは市特Iズとあるため フナIw;，"r'あ
ると考えられる U.1.，)盟主主 FI~J

1:;-1 削指;'~ト(122) 、]'，および主。なお、「乞は笠岡ヘノ\午、ーを会が CX 等 21ν?の阿

十ふjfJ存組tt:n(対し亡、ただちに判事強制:1，ι骨を禄ゐ」ど巳日立でJill詳した報

じるハ

1"，1 ー ~.Û、 7: 抗生;;(;)291 宅
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tしを受It、，'Y"， 祭はただちにx-~すモ: iJ;つ{守〕、その iをIIJ 事 T 続力、!II~剰に:ìJfめ

られ、 L者'J)南ム，;(市奈川阿波']I!所(J:;)r公開で者三平→を行い、三OO/lノf2月17

11、刊法3:18予告等;基づき、 x;討し

得 lSOO J1:没.!I'{o)判決をト L 丈一、;~吋，

日年、 ~ij 4;: ()万町、進法「苛

以上のような本刊には、刊法解釈上、イIJをもって I売宗: [売派]

するのか、挽 Fすると、「完存 i土対協を受け(また ;i~ヲ$':い什交宇

る二とじ限定さ礼ないのか、という論点ヂイナイ:ずる lびぐ lか l、本格

l:~-) X (よ|訴し λhが、前以下111 裁はこれを紫tllL/:._" (，市JJ;綿織同性売出素晴、

有引Ijbi:維持l足当 J ヘ民仕院報巴ヨ日()':年5月1::I参日;

i出土凶人大常妥会 l 売頁 (rc v )厳全に Nl-j ゐ決定 (1001 イ(9;J/1;!tA~以公

寸7・j包ii) 1条は 'itl:人を荘織Lノヒ手させた守 的 l円宇宣 f壬 ;~.j-~めて，'た I'J
?ちの ;-1tt~l\、 l の忠 l可21二内いて、最I;~í:政・最高股 I ヤ :"[ 人民代表j心士山務長員会

'J~J 1春の似14iこ回するiK7E.l 支，iffuに，13!ヤる古丁の l百j垣 iこ同する l~jQJ (E的立

年12円]Fli0条 l号iZ、に l他八」とは、ヱlニ立;十を指すが、男什も今む J

と〆 Lいたコ [口己決定は引fiJl;法施1iと向上主に夫).Jj~~たう、阪川区は本四2与を

首占拠のひとつとしし JfljU~:~~)8長]:去二万 l リ iji-.':;J) :-~tiJ.人 l には'71 .:~宇も f，;- まオしる

と~た i て、~;;件事案について 売会 会認ノ-E/.， l.::::i洋判決・~;t: J&にか支持

す乙 l前同i:.t(;22) 12頁)， 
これに斗しし最高校内J1...鳴を去すこヨされる包{t'j:'主締 I人足検察内検作交

問定性信;U~ (1[~:j; 1牧寝間版村。 20Cl/~-) 3Gi3---3G7主命!釈者はJ工寂γ"山州市

役察の羅滋 a 説志華士、 l f-ì 9:~主に主;巾仁起毛た十三件と |γ:J伐の H 洋 líljけの営即

売古事件 l ついて、 iill 主(..~-rぺきとする(ヲ足時も不忍訴処分} その理L:_:~土、
対日以、%台条!灯~(1:】「7主人 l には与うがも合まれるが、ここでいう ;1;事 J 2.:ょ呉

fャ町内売春むねぜあふ亡する つまれ、「売主 J くは異性 I~J の刈悩を伴った刊

父行為チ指し、可作間おける対{門官伴ったf宇父類似行為はかまれないとするの

であるl

なお、「全同人大常要会 1"J，'.-r:;C) 業委員会J.，;(;、本件、?管理Jt者 .iiは開会j
に[比円 "jるよ人指示L允， [ト江戸(，比較対叩 i の ~J とは、 己市iL'-1、に
おいてXjijft沼市する際に崩いつれた出凶であるハつまり、 l.tJ:':lJil人大常妥i7卜

l戸の「専業委員会1は、従者のす品にすつものと考えられるc むゥ人、 iJt:!¥¥l
という 1リfプトカ¥ril:t-jt 仁 12~判了たであゐと 1社主tJ~:七してしるも0')は、 r去、 ~it(.

出らして3ltJド-;yt千在宅し刑判r干干す 法作に犯.)1行為であ。と明よ;土i定l，'Cいな

いものは、犯罪を確定し刑引を科宇こ〆(土ごきなしっムラゼめる刑法3条と抵触

j' ることはし i うまで、な~ " 
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}附，，'じ

び〉間辺玄戎からいえば、 7土じすべきはそこでは右い:_j'2:リすべきは、日、

および主tllずが ~;~;.)Jの泊共こな~，ているといろここが、本件決着まで

設から露半九れた点であるへ以下、 Jc数竿グ);lluで詳?とずる、

善祭!~最初ぴ) 1
'
ト議請求子夫敗1'終わ"，'I二徒、善t認、毛主祭がそれぞ

れ上級に幸rz-i=守し、ネ果的にその幸fi丹が省政ì~î-:~H 会に三で到達した}し

かし、再IJ 片手法70条フ7: によるこ、位宅需が勾fif不承認に対すゐ ~-{Mの阿ぷ

決定;ーなfっイ、月11のときは、 1. *ILl の正:再設を I~:1求すること:なるじ

にもカかわらず、 iJ、定千続を踏まず、 卜級部r'Jが討政1j、委員会 兵"，， 
U し

たといへことは、 :1'1訴法を訂十nL、;古長{ドo~こ権力にJ卜えか(-;-たことにな

るハまた、正立法委員会がiJtJ1ょした会議;止、いわゆる政法委員
本主祭・裁判所の見~干の相 li主ぞ調轄するための会議である 1.:'1')この点

同裁が長持裁にJMiうすることにとったのは、 この会議l二おしとても見解が

:y!z :_なかったかりであると与えらnるハ
1-:;'::高裁は S~イ?た革釈決議 2 条 131:') こ útt，¥主同人大常委会に械:DLた

ものと思われる r とい行ことは、最高裁、最高検のいずれか )j//{、同

J ~!'i I r11条荒定:J:tl、トのとおり lごある

「警察機関は人工己明察|完の勾倍小/五認の決定l対し、誤りがある〉認め丈一シ

きは、力議を '~tt:-:)'--- ゐことがじきるが、ただ L被逮捕省を市 ι に fi{抗しとcけれ

ばならなしご芳見が支け人れられないと 3は、 *lUの人民検知山どにIIJ審否を
誌止づることがむきる L殺人民検察院は10ちに呼鞘弁をjjvA 4、回こするか行

かの決定を十 L、 ト級人民使察|見および警察械防γ昔、」して執行させなけ1νば

ならない

D3μj法伐鰐 I~J で手 J去が'1:じたときは、 吊に冗山政伝委員会がit亡きて調

主計河、る)) 乞いう 、賀沖一方 1--;H;i市戸;)j;'-大弓干士会iEii( 対'1'ドqiJ、官現状IJ'i
-Dて送付， H "川左 ;Ji~ ;1昭念ワ ":1:え 人iこ1'=品月比判、 l09R年)401=fi 

1:;<行政行、苦員会c)会dえでも決着がつかなかっトときは、 c1 絞|の政~f、委員会

L指示を仰ぎ、 l 絞指導機関乃指示および司建前決への協力を点的、さら I，，~:手

士官政法部門に上総T官部門に I-，I ，-!い汗わ仕ることを ~t ，~、またはいっそのこと

子う命令汁るj という〔外!葉樹 "í"Í- ~1b't2政yJ、 13的取能及';t~~政U、工作1

(中いi比支出校社、 2{)()4iS)民治tt')(' 

1川町条 :3f!，( は、「最尚人J(裁と1所こ法尚人h'検察吋の解釈(原則的な「立~，，が

先1しは、令国人民代表大企市説委民会に報二 Lて百平和:またはif::'7I:.を求める Jシ

ザめる n

1""1 ー ~.Û、 7: 抗生28) 三止命1



現代 ~-tl::IJにおける，-;:;:iJ: J の悼::-I_~I ヲ l

'[1白:T (7)笠間売春i;i:l:i8条の射程タト;考えたからであ月ゐ'， -'11
l 全 1' ， 1人大常委会 1、民力[専業委~:-:1i'{ l I れが具J本li<jに仰を冶ず

のかは司l示コれ ζいない(以 I¥ 全同人f::，'f( 会「属機構ーと

81平解釈決議2条 3段loLると、 Aょなくともこれ仁は法の解釈;PてJいで

IlIlj高に拾引をτす権限はない そこで、令国人J、dmZE会ア属機簿の1主権

行為(1)法 I巾効)Jが論点となる c またiL，えのように、 [JtW!.lこ刑法3粂

との関係も論町、となゐかしながh 、本柏の関心からは、 1:どよりもこ

の時点で裁寸!の結束;が決まっとしミたことに1王円したし、 -9なわち、会[ぃ

へ大げJ長会下属機狩のl~jjç ~，こより本件ヲヰ案の有罪がすで!ー られてお

:)、五 fttx~IJ に残さオt た仕事は市叩Jだけであ〉たのであゐ戸

Jユiのこと小ら羽らかなように、ド洋裁判 J二，-t3いては、 rh __t'{~公平な

第=者(独立の主体)が判断を ;' Lたわげマもなく、また F 対立 jる

1雫卦が)~ ルに〆4づして J5c1山をつくすブロ七スが保障Jされていないf

は刑訴法を無慌[て政法委員会に訴えかけ、決1'IJ弓，'1ょ政法委員会の

決定:fitい最高裁に照会Lだ J その効果、哉iU17i:土全国八丈ν;長会「属
流体の拍ノjミlこ年、づき I;主判 j を干Jい、その代前命名シなり、 r-J主判 1;[ 対

，するべ事者がノし んに);j、コ1.'てrjl訪をつくす l場ではなく、令|主liU三

市安会の指示キ宣百寸る場と'tした。コまり、4-':，]ょた判は「紋下:JJを行う
たとし sう体栽害事主えるための儀式i.'q主ず、裁判でなすべき法的決定は

ぷ判 Y~c'J.久宝U前にすごに i疋jË されていたのごある J

こう Lた殺事!のあり hlよ、設n:聞に千丁われた共1，.ポ務処理の?での泳
、叶」と 今{の共司事務担L坪の最終的決定者ノ0'公開人jじ弔を会い話

機構であるというよを除けば 111)じである 童文判lが丘".となるのは

打だからではなく、そもそも裁判が送只だからごある}出王手J期におい

ては、ころした 主主 11; ，のありとが;r=~lパn'Jに去れているに F宍なし D414

1"; 問抱注 (12(1) -C指f~Jl-，たように、それは最古倹であコ/示、推測されω

1也jhr人民法院友何U.l}_~ にj円:t':JifJけの守j出売が1r為を有罪とした ~.~ ~J:!持i

歳出性充足

書]胞内と考えてい令のであろう

1出なお、よ*;tによる L 全阿ヘノ'((:~:三[ .'共同を民いJえは託、作王民会lが

設i肖さ;ILるが、ここ"::1士七回人人二市李会の L専長委員会Jしされているため、
，，:1"'<..とは呉なると主え，-)オしる「

二日社57(日 4:?1) 2Df.S L60J 
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i師"光

言すると、中国において「裁判」とは「中立公平な第 者(独立の主休)

が卜す'['IJ断」ではなく、また「対vする当事者がルールに恭ついて攻防
をつく「場」でもない。それは 曲新久の榔捻を借りて表現するな

らば 党政府・人大といった指持官の命令に従い、「法」という「砲

弾J (~正ほおを発射する '11包台」にすぎない。

なぜ裁判は道具であり続けたのか。これを解明するのがH部の課題で

ある c
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